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 本市は松本盆地の南端、長野県のほぼ中央に位置し、市内には信濃川水系と

天竜川水系の各河川が流れ、塩尻峠と善知鳥峠、鳥居峠は、太平洋と日本海への

分水嶺となっています。 

 地形は扇状地形で、東西 17.7km、南北 37.8km、面積は約 290.18 ㎢を有して

います。北アルプス、鉢盛連峰、東山・高ボッチ山、さらには中央アルプスの山

並みを背景に田園風景が広がる、清浄な水と緑に囲まれた歴史あるふるさとで

す。 

 人口減少時代にあっても、本市のポテンシャル（潜在力）に磨きをかけ、リス

ク（不安要素）を克服することにより、本市が３０年後も“選ばれる地域”であ

り続けるため、明確な都市像と戦略を打ち出し、地域の多様な主体と連携した

まちづくりを進めています。 

 こうしたまちづくりを進めるにあたり、国土強靭化地域計画は過去の災害か

らの教訓を踏まえ、災害（リスク）から市民の生命や財産を守るため、リスクに

対して事前に備えるべき目標を定め地域の強靭化を図っていくものであり、あ

らゆるリスクを見据えつつ、今後、大規模な災害が発生しても最悪な事態に陥

ることが避けられるよう、本計画を基本として、強靭な地域づくりに取り組ん

でいきます。 

 

 

 

 

１ 国土強靭化地域計画の理念 

  本市の地質構造はフォッサマグナの西縁を画する糸魚川－静岡構造線と西

部の飛騨隆起帯、東部の中央隆起帯、南部の木曽隆起帯及び明石隆起帯とこ

れらに挟まれた伊那盆地、北部の松本盆地により、複雑な構造となっており、

地形、地質も古期山地（中古生層）、新期山地（第三紀層・洪積層）、平地（洪

積層・沖積層）に分けられ、地形を左右する主な断層は、みどり湖断層などの

７断層であり、周辺には活断層も多く分布しています。 

  このような地質構造により、自然災害では糸魚川－静岡構造線断層帯の地

震では震度４から震度６強までが予測されており、建物の被害想定も全壊 404

棟、半壊 2,667 棟が想定されています。 

  また、本市が受ける可能性がある風水害としては、地形が複雑急峻であり、

風化、浸食に弱い地域が広範囲を占めていることから、土砂災害及び浸水が

主たる災害であり、原因としては台風や豪雨などがあげられます。 

第１章 基本的事項 

はじめに 

１ 



 

  本市が抱えるリスクに対し、強さとしなやかさをもった安全・安心な地域

社会の構築に向け、国土強靭化を推進します。 

 

２ 基本方針 

  東日本大震災や異常気象による被害をはじめ、公共インフラの老朽化によ

る事故など、過去の災害から得られた経過を教訓に、市民生活に影響を及ぼ

すリスクを想定し、大規模災害に対する本市の脆弱性を認識し、国土強靭化

の理念を踏まえ、事前防災及び減災、その他迅速な復旧・復興に資する施策を

総合的に推進します。 

 

３ 取組姿勢 

  短期的な視点によらず、強靭性確保の遅延による被害拡大を考慮した時間

管理概念と、限られた予算・資源のもと、本市の総合計画の評価・分析により

政策を選択していくＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）概念の双方を持ちな

がら、長期的視野を意識し計画的な取組にあたります。 

  また、施設の耐震化などのハード対策と、訓練・防災教育などのソフト対策

を組み合わせ、効果的な施策を推進します。 

 

４ 効率的な施策の推進 

  人口減少社会への対応、気候変動等による気象変化、社会資本の老朽化を

踏まえるとともに、健全財政の維持に努め、効率的な行財政運営により、施策

の持続的な実施に配慮します。 

  また、地域の特性に応じ、環境との調和及び景観の維持に配慮するととも

に、自然環境の有する多様な機能を活用するなど、自然との共生を図ります。 

 

５ 計画の位置付け 

  国土強靭化地域計画は、強くしなやかな国民生活の実現を図るため防災・

減災等に資する国土強靭化基本法第 13 条に基づくものであり、本市において

は総合計画と整合を図りながら、地域防災計画をはじめとする各分野別計画

の指針（アンブレラ計画）となる計画であり、必要に応じ本市の各種計画の見

直し等を行っていくものであります。 

 

６ 計画の進め方 

  国土強靭化地域計画は、国の国土強靭化基本計画同様、本市におけるリス

クマネジメントであり、計画期間は令和３年度を初年度とし、本市の総合計

画と整合を図り、ＰＤＣＡサイクルによって生じる計画の見直しを行います。 
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 ①目標の明確化（リスク特定・分析） 

・国・県の基本目標に準じ、本市の現状や災害の緊迫性な

どに応じた目標を設定する。 

②リスクシナリオ（最悪の事態）、施策分野の設定 

・想定するリスクは糸魚川－静岡構造線断層帯の地震及

び台風・豪雨が原因となる土砂災害及び浸水とする。 

・リスクシナリオ（最悪の事態）は、人命保護や維持すべ

き重要な機能を念頭におき、本市の地域特性を踏まえて

設定する。 

・担当する所属は、リスクシナリオ（最悪の事態）を回避

するため、現在実施されている事業（実施予定含む）を特

定して設定する。 

③脆弱性の分析、評価から、課題を検討 

・設定したリスクシナリオ（最悪の事態）を回避するため、

施策（事業）の現状と進捗状況を整理した上で脆弱性の分

析・評価を行う。 

④リスクへの対応方針 

・脆弱性の評価に基づき、必要な施策を検討し、総合計画

との整合を図りながら、各分野別計画の指針や対応方策

として整理する。 

計画的な事業実施 結果の評価 

Plan 

Do Check 

改
善
・
見
直
し 

Action 

⑤対応方策について重点化・優先順位付け 

・事態が回避されなかった場合の影響の大きさや緊急度

等を考慮して、施策の重点化・順位付けを行う。 

国土強靭化基本計画 
長野県国土強靭化地域計画 

塩尻市国土強靭化 
地域計画 整合 塩尻市総合計画 

調
和 
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 本市における強靭化推進の目標を設定するにあたり、国の強靭化基本計画の

「基本目標」に準じ、本市の現状や災害の切迫性等に応じた基本目標の設定と

する。 

 また、本市の特性等を踏まえ、国が定める「事前に備えるべき目標」、長野県

が定める「基本目標」に準じ、事前に備えるべき目標を定める。 

 

 

１ 基本目標 

（１）市民の保護が最大限図られること 

（２）行政及び地域社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

（３）市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化が図られること 

（４）迅速な復旧・復興を可能にすること 

 

 

２ 事前に備えるべき目標 

（１）直接死を最大限防ぐ 

（２）救助・救急・医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難

生活環境を確実に確保する 

（３）必要不可欠な行政機能、情報通信機能・情報サービスは確保する 

（４）ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に

留めるとともに、早期に復旧させる 

（５）制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

（６）社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

 

 

第２章 国土強靭化の推進目標 

４ 



 

 

 

 令和２年６月に内閣官房国土強靭化推進室より示された「国土強靭化地域計画

策定ガイドライン（第７版）」に基づき、次の手順により大規模自然災害に対する

脆弱性の評価を行いました。 

 

 

１ 想定するリスク 

 市民生活に大きな影響を及ぼすことが予想されるリスクとして、大規模自然災

害に対する評価を行います。 

想定するリスクは次の３点を主なリスクとしました。 

 ・糸魚川－静岡構造線断層帯を震源とする地震による災害 

 ・台風や豪雨などによる土砂災害及び浸水 

 ・交通の途絶や孤立集落等が生じる大雪災害 

 

 

２ 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

 基本目標及び事前に備えるべき目標の妨げとなる「起きてはならない最悪の事

態」について、国及び県が定めた「起きてはならない最悪の事態」に本市の地域特

性を踏まえ、次のとおり設定しました。 

 （１）住宅や不特定多数が集まる施設の倒壊や大規模火災による死傷者の発生 

 （２）豪雨や大地震による大規模な土砂災害による死傷者の発生 

 （３）豪雨等による市街地の浸水 

 （４）避難勧告・指示の判断の遅れや、情報伝達手段の不備に伴う避難の遅れに

よる死傷者の発生 

 （５）長期にわたる孤立集落等の発生（大雪含む） 

 （６）警察、消防、自衛隊による救助・救急活動等の不足 

 （７）医療機関、医療従事者の不足や、医療施設の被災による医療機能の麻痺 

 （８）被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

 （９）想定を超える大量の帰宅困難者の発生 

 （10）市役所をはじめとする行政機関の施設・職員等の被災による大幅な機能

低下 

 （11）テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない

事態 

 （12）電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・ＬＰガスサプラ

イチェーンの機能の停止 

 （13）食料・飲料水等の安定供給の停滞 

第３章 脆弱性評価 

５ 



 

 （14）上水道等の長期間にわたる供給停止 

 （15）汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

 （16）地域交通ネットワークが分断する事態 

 （17）ため池、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

 （18）農地・森林等の荒廃 

 （19）避難所における環境の悪化 

 （20）大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れ

る事態 

 （21）被災者の住居の確保等の遅延により生活再建が大幅に遅れる事態 

 

塩尻市の地域特性 

○平成 25・26 年度に実施された「長野県地震被害想定」において「糸魚川－静

岡構造線断層帯」「伊那谷断層帯」「境峠・神谷断層帯」「霧訪山奈良井断層帯」

「東海沖に想定されている東海地震の海溝地震」及び「南海トラフ地震」が市

域に影響を及ぼすと考えられています。 
 
○全般的に地形が複雑急峻であり、風化、浸食に弱い地域が広範囲を占めてお

り、土砂の生産源となっています。そのため土砂流出が著しく、土石流や洪水

の大きな要因となっています。 
 
○太平洋側と日本海側の交通が交差する交通の要衝で、鉄道は JR 中央東線・西

線及び篠ノ井線が通過するとともに、主要幹線道路は、長野自動車道のほか、

一般国道 19 号、20 号及び 153 号が通過し、分岐点にもなっています。 
 
○都市近郊型の利を生かした野菜と果樹の生産体制が形成され、レタスを中心

に豊富な種類の野菜が栽培されています。また、果樹は、ブドウ、リンゴ、ナシ

等が栽培され、特に、欧州系ブドウを原料とするワインの醸造は、国際的に高

い評価を受けています。 
 
○基幹産業の製造業は、市内に最先端の技術、人材、拠点施設等が集積し、高い

製造品出荷額を誇るなど、市内産業を牽引し、また、400 年以上の伝統を誇る木

曽漆器は、今なおその伝統技術を継承し、地場産業として栄えています。 
 
○東日本大震災、平成 24 年豪雪、令和元年東日本台風（台風 19 号）における、

人的、物的支援の実績と経験があります。 
 
○令和６年の能登半島地震における人的支援の実績と経験があります。 

 

 

３ 起きてはならない最悪の事態ごとの脆弱性評価と施策の推進方針 

 「起きてはならない最悪の事態」で定めた２１の事態ごとに、関連する現行の

施策（市以外の実施主体による取組を含む）の進捗状況や課題等を整理し、事態

の回避に向けた現行施策の対応力について分析・評価を行いました。 

６ 



 

【起きてはならない最悪の事態に対する施策一覧】 
 

１ 直接死を最大限防ぐ 

 起きてはならない最悪の事態 脆弱性の評価項目 

1-1 
住宅や不特定多数が集まる施設の倒壊や

大規模火災による死傷者の発生 

住宅の耐震化、大規模施設の耐震化、市有

施設の耐震化、無電柱化推進、都市環境の

整備、住宅密集地域等の大規模火災防止対

策、自主防災組織の強化 

1-2 
豪雨や大地震による大規模な土砂災害に

よる死傷者の発生 

土砂災害の防止対策、警戒避難体制の充実

強化、災害に強い森林づくり 

1-3 豪雨等による市街地の浸水 浸水対策、避難体制の構築 

1-4 

避難勧告・指示の判断の遅れや、情報伝達

手段の不備に伴う避難の遅れによる死傷

者の発生 

避難勧告等による避難の周知、情報伝達手

段の多様化、要配慮者の避難行動支援、外

国籍市民への情報伝達、小中学生の防災教

育 

２ 救助・救急・医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環

境を確実に確保する 

 起きてはならない最悪の事態 脆弱性の評価項目 

2-1 
長期にわたる孤立集落等の発生（大雪含

む） 

道路の落石対策、支援物資輸送道路の整備、

大雪対策、ヘリコプターによる救急救助・

支援物資搬送 

2-2 
警察、消防、自衛隊等による救助･救急活

動等の不足 

自主防災組織の強化､消防団の強化､赤十字

奉仕団との連携､救助・救急機関との連携 

2-3 
医療機関、医療従事者の不足や、医療施設

の被災による医療機能の麻痺 

災害時医療体制の整備、広域的な医療体制

整備、医療用資器材の整備、市民等への意

識啓発 

2-4 
被災地における疫病・感染症等の大規模発

生 

避難所等における感染予防対策、環境衛生

の適正化 

2-5 想定を超える大量の帰宅困難者の発生 
帰宅困難者の一時滞在施設の確保、企業等

における施設内待機のための備蓄 

３ 必要不可欠な行政機能、情報通信機能・情報サービスは確保する 

 起きてはならない最悪の事態 脆弱性の評価項目 

3-1 
市役所をはじめとする行政機関の施設・職

員等の被災による大幅な機能低下 

庁舎等の機能維持、ＢＣＰの強化、市民が

必要な情報の取得手段の強化、市職員の安

否確認と活動体制の整備、災害時応援体制

の充実強化、ボランティアセンターの開設 

3-2 
テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情

報が必要な者に伝達できない事態 

災害情報の伝達手段の多様化、避難者支援

拠点における非常用電源確保 

 

７ 



 

 

４ ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限に留める

とともに、早期に復旧させる 

 起きてはならない最悪の事態 脆弱性の評価項目 

4-1 

電力供給ネットワーク（発変電所、送配電

設備）や石油・ＬＰガスサプライチェーン

の機能の停止 

電気・ガス・石油類燃料の安定供給、自然

エネルギーの活用 

4-2 食料、飲料水等の安定供給の停滞 
水・食料等の確保、農産物の安定生産、基

幹的農業水利施設の保全 

4-3 上水道等の長期間にわたる供給停止 
上水道施設強化、管路耐震化、応急対応体

制の構築 

4-4 
汚水処理施設等の長期間にわたる機能停

止 

下水処理機能の維持、管路施設・処理場の

地震対策、応急対応体制の構築 

4-5 地域交通ネットワークが分断する事態 道路整備、農道・林道整備 

５ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

 起きてはならない最悪の事態 脆弱性の評価項目 

5-1 
ため池、天然ダム等の損壊・機能不全によ

る二次災害の発生 

農業用ため池の耐震化、ため池ハザードマ

ップの作成、土石流・地すべり調査 

5-2 農地・森林等の荒廃 
農地・農業水利施設等の保全管理、森林環

境の整備 

5-3 避難所における環境の悪化 
避難所運営・環境整備、福祉避難所の確保、

避難者の健康状態維持 

６ 社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

 起きてはならない最悪の事態 脆弱性の評価項目 

6-1 
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞

により復旧・復興が大幅に遅れる事態 
災害廃棄物の処理 

6-2 
被災者の住居の確保等の遅延により生活

再建が大幅に遅れる事態 

地籍調査の推進、応急仮設住宅の確保、罹

災証明書の発行 

 

８ 



 

 

 

 脆弱性の評価 

 

(1) 住宅の耐震化【建築住宅課】 

民間の住宅・建築物等の耐震化率は一定の進捗がみられるものの、市内には経済的負担が大き

いことや認識不足など、様々な理由により耐震性の低い住宅が存在しています。人命の保護と共

に、災害が発生しても日常生活が継続できることを目指し、住宅の耐震化率向上に向けた対策が

必要です。 

≪現状≫住宅耐震化率 ８８．０％（Ｒ５年度） 

  

 (2) 大規模施設の耐震化【建築住宅課】 

不特定多数の者が利用する大規模な建築物は、地震等により天井等が落下したり、建物自体が

倒壊した場合、多くの被災者が発生しますので、早期の耐震診断や耐震改修が必要です。 

 

≪現状≫大規模施設の耐震化率 ８９．５％（Ｒ２年度） 

 

(3) 市有施設の耐震化 

市有施設のうち災害時に拠点となる施設は、構造部材の耐震化は完了しました。今後さらなる

安全・安心のため、引き続き吊り天井等の非構造部材の落下防止対策を進め、耐震化を進めなけ

ればなりません。 

 

ア 学校施設の耐震化【教育施設課】 

小中学校等の施設は、生徒の活動の場であると共に、災害時には地域住民の避難所としての役

割も果たすことから、その安全性の確保が極めて重要です。学校生活の安全確保と災害発生時の

緊急性に配慮した施設整備を進める必要があります。 

 

 

イ 保育園・児童館等の耐震化【教育施設課】 

市内の保育園・幼稚園は、市立保育園１５箇所、私立保育園１箇所、私立幼稚園２箇所、認定

こども園２箇所、地域型保育施設５箇所、計２５箇所あり、児童館は１０箇所あります。 

令和７年４月現在における市立保育園１５箇所のうち３箇所で耐震改修が終了、１２箇所が新

耐震基準を満たしていますが、平成４年度建築の保育園もあり、児童館を含め経年劣化等に伴う

改修が必要となります。 

 

ウ 社会教育・体育施設の耐震化【社会教育スポーツ課】 

不特定多数の者が利用する社会教育施設や体育施設は、災害時には地域住民の避難所としての

役割を果たすことから、安全性の確保が重要であり、耐震対策が施されていない社会教育・体育

施設の計画的な施設整備を進める必要があります。 

 

エ 福祉施設の耐震化【地域共生推進課】 

市内の福祉施設４箇所（ふれあいセンター洗馬・広丘・東部、介護予防交流施設（大門三番町・

四番町））については、すべての施設において耐震化されており、今後は経年劣化に対する修繕、

施設の新築、増築等、計画的な整備が必要です。 

 

施策の推進方針 

 

(1) 住宅の耐震化【建築住宅課】 

・「塩尻市耐震改修促進計画」に沿った耐震化を着実に促進します。 

・熊本地震の被害等を踏まえ、昭和５６年６月から平成１２年５月までに建てられた木造建築

物等について、耐震化を検討します。 

 

  ≪目標≫住宅の耐震化率 ８９．０％（Ｒ１２年度末） 

 

(2) 大規模施設の耐震化【建築住宅課】 

・市は県と協力しながら、多数の者が利用する大規模な建築物の耐震診断・耐震補強などの耐

震改修に関する情報の提供を行うなど、「塩尻市耐震改修促進計画」に沿った耐震化を促進しま

す。 

≪目標≫大規模施設の耐震化率 ９５．０％（Ｒ１２年度末） 

 

(3) 市有施設の耐震化 

・災害時に拠点となる施設等、老朽化していく構造部材及び非構造部材や建築設備等の耐震対

策を行います。 

   

 

ア 学校施設の耐震化【教育施設課】 

・小中学校の耐震対策、非構造部材の落下防止対策等については完了しておりますが、「塩尻市

学校施設長寿命化計画」に基づき、経年劣化等の物理的な建物の機能回復、多様な学習形態へ

の対応や省エネルギー化等の機能向上を図るとともに、安心・安全な施設の維持管理を行いま

す。 

 

イ 保育園・児童館等の耐震化【教育施設課】 

・市立保育園・児童館の耐震対策、非構造部材の落下防止対策等については完了しております

が、「塩尻市公共施設等総合管理計画」に基づき、老朽化の進む施設の改修を行い、快適な環境

や省エネルギー化等の機能向上を図るとともに、安心・安全な施設の維持管理を行います。 

 

 

 

ウ 社会教育・体育施設の耐震化【社会教育スポーツ課】 

・社会教育・体育施設の耐震化については、耐震対策がされていない施設もあり、利用者等の

安全確保を図るとともに、新たな避難所としての役割を果たすため、老朽化した建物の新築、

改修を推進し、必要な耐震対策を進めます。 

 

 

エ 福祉施設の耐震化【地域共生推進課】 

・市内の福祉施設の耐震対策については完了しておりますが、今後も「塩尻市公共施設等総合

管理計画個別施設計画」に基づき、より安全な施設の維持・管理を行います。 

 

１－１ 住宅や不特定多数が集まる施設の倒壊や大規模火災による死傷者の発生 

９ １０ 



 

 

 

 

オ 文化財建造物の耐震化【文化財課】 

本市の歴史文化を今に伝える文化財建造物は、先人たちより引き継がれてきた大切な財産であ

るほか、地域の誇りの醸成や観光資源としても寄与しています。将来へ守り伝えるべく活用を図

っていくために、耐震化の推進など安全性の確保をしていくことが必要です。 

 

 (4) 無電柱化推進【建設課】 

地震の揺れや台風の影響を受け、電柱が倒壊及び電線が切断することがあります。これらによ

る緊急車両の通行障害の発生を防ぐため、市内の幹線道路や支援物資輸送路での無電柱化を推進

する必要があります。 

また、情報通信ネットワークの基盤となるケーブルを地中に埋設することにより、地震等の災

害時における被害を軽減し、ネットワークの安全性・信頼性を向上させる必要があります。 

 

(5) 都市環境の整備【都市計画課・建設課】 

住宅密集地等では、地震時において大規模な火災の可能性、あるいは道路閉塞による地区外へ

の避難経路の喪失の可能性があり、生命・財産の安全性の確保が著しく困難になることがありま

す。 

地震や火災から人命を守るため、住宅密集地等において、延焼防止や避難路の確保など安全な

都市環境の整備が必要です。 

 

 

(6) 住宅密集地域等の大規模火災防止対策【危機管理課・都市計画課・文化財課】 

住宅密集地での火災は、延焼を防ぐため迅速な消火活動が必要となります。そのため地元住民

は防火貯水槽、消火栓などといった消防水利を認識しておくことが重要となり、消防水利の新設

や老朽化した施設の修繕も必要となってきます。 

住宅密集地の大規模火災では、救助・消火活動や避難誘導が必要となり、救助・消火にあたる

消防団員の装備（チェーンソーや防火衣など）が充分な配備数ではありません。 

木造の伝統的な建造物が密集している重要伝統的建造物群保存地区内では、火災の影響が特 

に甚大になる恐れがあります。文化財の保護と住民が安心して居住できる環境の整備とを両立さ

せた対策が必要です。 

 

(7) 自主防災組織の強化【危機管理課】 

災害時においては、隣近所の助け合いにより、倒壊家屋からの救出や初期消火が犠牲者を出さ

ないために重要となることから、お互いが命を守りあえる自主防災組織の育成が必要です。 

 

 ≪現状≫自主防災組織数 ６７団体 １４，７３２人（Ｒ６年度末） 

 

 

オ 文化財建造物の耐震化【文化財課】 

市所有の文化財建造物の活用を図り、将来へと継承していくため、耐震診断及び診断結果に基づ

いた耐震化を行います。実施に当たっては、文化庁の指針・手引等に基づき適切に行います。 

 

 

(4) 無電柱化推進【建設課】 

・市は、県や電線管理者、沿線住民の皆さんと連携し、以下の箇所の無電柱化を推進します。 

≪整備地区≫ 国道 19 号沿線（塩尻拡幅） 

 

 

 

 

(5) 都市環境の整備【都市計画課・建設課】 

・市は、市街地の延焼防止や避難時の安全を確保するため、都市計画道路などの幹線道路及び

歩道整備、並びに区画整理事業、市街地再開発事業により、安全な都市環境の整備を推進しま

す。 

 

 

 

 

(6)  住宅密集地域等の大規模火災防止対策【危機管理課・都市計画課・文化財課】 

・住宅密集地では、自主防災組織と消防団員が防火貯水槽（学校プール等含む）や消火栓など

の消防水利の点検を毎年行い、場所や使用方法の確認を行います。 

・地震により消火栓が使用できないことを想定し、耐震性防火貯水槽を効果的に配置します。 

・消防団にチェーンソー・防火衣等を計画的に配備します。 

・重要伝統的建造物群保存地区内においては、日頃からの注意喚起と消防団や住民による点検・

訓練の実施等、伝統的な町並みを保存しながらの安全対策を行います。 

 

 

 

(7) 自主防災組織の強化【危機管理課】 

・自主防災組織のリーダーを中心に、災害時の人命救助や初期消火の研修会を自主的に行うな

ど、大規模災害発生時の初動体制強化に向けた啓発を行うとともに、各組織が整備する資機材

や訓練への補助金や防災講座等を充実します。 

≪目標≫自主防災組織数 ８０団体（未組織区１２区） 

１１ 
１２ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

脆弱性の評価 

 

(1) 土砂災害の防止対策【危機管理課・建設課】 

急峻な地形と脆弱な地質が広がる本市では、土砂災害警戒区域が多数指定されており、建築物

や住民へ著しく危害が生じるおそれがある土砂災害特別警戒区域も多く、その区域内にある、人

家、公共施設等に及ぶ土砂災害を未然に防止する対策が求められています。 

土砂災害発生が危惧される危険箇所の点検を毎年実施し、危険箇所の把握をする必要がありま

す。 

土砂災害警戒区域内にある公共施設については、施設を利用する市民の生命を守るため、施設

の移転や急傾斜地崩落防止施設等のハード整備などを検討する必要があります。 

土砂災害の発生時において、市民が安全に避難活動を行うための避難路を確保しておく必要が

あります。 

降雨時は雨量観測体制を強化し、土砂災害の危険性を事前に把握する必要があります。 
 
【塩尻市内の土砂災害警戒区域の指定状況】 

 警戒区域 特別警戒区域 

土 石 流 １３８箇所 １０７箇所 

地 滑 り ６箇所 ― 

急傾斜地の崩壊 ３０２箇所 ２６９箇所 

 

(2) 警戒避難体制の充実強化【危機管理課】 

市民は自宅周辺の危険箇所を把握し､自らの命を守るための備えをする必要があり、自主防災組

織は住民主体の警戒避難体制を構築する必要があります。 

土砂災害に対する定期的な避難訓練や、防災教育による防災意識の醸成を図ることが必要です。 

≪現状≫住民主導型ハザードマップの作成 ９区（Ｒ６年度末） 

  

(3) 災害に強い森林づくり【耕地林務課】 

森林の土砂災害防止機能を高度に発揮させるため、地域の林業団体等による森林施業の着実な

実施と、荒廃した森林の再生を促進するとともに、県等と連携し山地災害発生のリスクが高い森

林の整備、山地災害防止施設による森林の土砂災害防止機能の向上を図る必要があります。 

また、森林保全活動や森林環境教育も推進する必要があります。 

 

  ≪現状≫市有林及び民有林が整備された面積 １８３ｈa（Ｒ６年度） 

 

施策の推進方針 

 

(1) 土砂災害の防止対策【危機管理課・建設課】 

・県により指定されている土砂災害特別警戒区域内の安全確保のため、国や県との調整を行い、

土砂災害に対する砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業の推進を図ります。 

・土砂災害発生が危惧される危険箇所の点検を毎年実施し、危険箇所の把握をし、早期整備を

国･県に要望します。 

・土砂災害警戒区域内にある公共施設については、施設を利用する市民の生命を守るため、施

設の移転や急傾斜地崩落防止施設等のハード整備などを検討します。あわせて、土砂災害に関

する避難訓練を実施します。 

・土砂災害の発生時においては、いち早く情報伝達を行うと共に、避難のための道路が確保で

きるよう検討します。 

・雨量観測システムは、緊急時に備え、常に正常に作動しているかの確認を行います。 
 
 

 

 

 

 

 

 

(2) 警戒避難体制の充実強化【危機管理課】 

・ハザードマップの活用を推進し、市民への周知徹底を図り、区及び自主防災組織において住

民主導の警戒避難体制の構築を促進します。 

 

≪目標≫住民主導型ハザードマップの作成 １１区（Ｒ８年度） 

 

(3) 災害に強い森林づくり【耕地林務課】 

・森林の持つ多面的な機能を高度に発揮できるよう、森林整備を推進します。また、信州Ｆパ

ワープロジェクトや森林公社、地域コミュニティー等と連携して、森林保全活動や森林環境教

育も推進します。 

・国・県の治山事業を積極的に取り入れ､土砂災害防止機能を高める施策を進めます。特に土砂

災害のおそれのある地域や過去に災害が発生した地域については、森林を健全に保てるよう日

頃からの整備を強化し、災害や森林病害虫により荒廃した森林の早期復旧を図ります。 

≪目標≫市有林及び民有林が整備された面積 ２４０ｈａ（Ｒ８年度） 

 

１－２豪雨や大地震による大規模な土砂災害による死傷者の発生 

１４ １３ 



  

 

 

 

 

 

 

 脆弱性の評価 

 

(1) 浸水対策【耕地林務課・建設課・下水道課】 

地球規模の温暖化が起因と考えられる異常気象により、局地的大雨や集中豪雨など、雨量が増

加傾向にある中、市内の道路側溝、雨水幹線等によるスムーズな排水が必要となってきます。 

住宅地では、排水路整備の遅れ等による浸水のおそれが出てきており、排水能力の見直しや新

たな排水路整備等が求められています。 

また、老朽化した河川施設の改修や河川への流入量の抑制が求められています。   

 

 

  ≪現状≫雨水排水整備率 ３７．７％（Ｒ６年度） 

 

(2) 避難体制の構築【危機管理課】 

市街地の浸水や河川が氾濫する前に､迅速かつ的確に避難するため、排水路整備や河川監視シス

テム設置等のハード対策に加え、行政機関・住民・民間企業等との連携により、防災・避難リー

ダーの育成等のソフト対策を組み合わせた対策を進める必要があります。 

  

 

施策の推進方針 

 

(1) 浸水対策【耕地林務課・建設課・下水道課】 

・国、県が管理する河川で広域にわたり甚大な浸水被害が想定されるものは、河道拡幅や護岸

改修などの予防対策を着実に促進するよう要望をします。 

・市は、宅地化が進み、道路側溝などの排水路整備が遅れている箇所の新設整備を推進します。

また、雨水幹線について道路改良等にあわせ計画的な整備を実施し、河川管理施設について、

計画的な施設改修を実施します。  

・気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川のあらゆる関係者が協働して流域全体

で行う治水対策「流域治水」への転換を進めます。 

≪目標≫雨水排水整備率 ３８．０％（Ｒ１２年度） 

 

(2) 避難体制の構築【危機管理課】 

・市街地への浸水が迫った時に迅速な避難を行うため、浸水想定区域を記したハザードマップ

を全戸配布しています。ハザードマップは必要に応じ見直し、浸水想定区域等の防災情報の周

知に継続して努めます。 

・住民主導型警戒避難体制構築事業により､浸水を想定した避難訓練等を実施するよう促し､地

域防災力の向上を図ります。 

・消防団は、豪雨等による一級河川の氾濫や道路側溝の越水に備え、水防訓練を行っておりま

す。降雨期などで排水路からの越水により道路や家屋への浸水が発生する場合は、必要な箇所

へ迅速に土のうを配備します。 

  

１－３豪雨等による市街地の浸水 

１６ １５ 



  

 

 

脆弱性の評価 

 

(1) 避難指示等による避難の周知【危機管理課】 

市民が災害から被害を受けない為には、自助（自分の身は自分で守る）を意識し、各自で危険

性を判断し、迅速な避難行動を起こすことが重要です。 

避難行動は、市民自らが判断し行動を起こすことが基本ですが､市が避難指示等を発令した場合

は、それに従い、迅速な避難行動をとる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 情報伝達手段の多様化【危機管理課・デジタル戦略課・秘書広報課】 

大規模災害が発生した際、いち早く市民に情報を伝達するためには、多様な手段を構築する必

要があり、今後も情報伝達体制を検証し、時代に即したより効果的で的確な方法で運用すること

が必要です。 

【現在の情報伝達手段】 

 

 

 

防災行政無線放送が聞き取りにくい地域や､ウェブサイト閲覧やメール、ＳＮＳ利用環境を持た

ない市民への対応が課題となっています。 

伝達する情報をより効果的に運用するためには､市内自主防災組織の育成、防災訓練及び防災教

育を更に充実し、市民一人ひとりが正しい知識と行動力を身に付けることにより、地域全体の防

災力向上を図る必要があります。 

≪現状≫塩尻市ＳＮＳ（Ｘ、Facebook、LINE）フォロワー数 ３１，４７１人（Ｒ４年度） 

 

(3) 要配慮者の避難行動支援【福祉支援課・地域共生推進課】 

要配慮者へは避難行動の支援が必要です｡聴覚障がい者等には、避難が必要であることを知らせ

る手段や、避難所での情報提供の方法を事前に検討しておく必要があります。聴覚障がい者で希

望する人に聴覚に障がいがあることを周りに知らせるためのビブスを配布しました。避難時や避

難所で着用することで必要な支援や配慮を周囲に求めるものです。聞こえない人とわかったら身

振りや口の動きを大きくはっきりみせるなど必要情報を伝えることが大切です。 

また、災害時に聴覚障がい者等の安全を確保し、手話や筆談で安否確認や避難誘導のできる手

段の確保が必要です。 

視覚障がい者への支援については、音声は聞き取れるものの、実際の移動等は何らかの支援が

必要です。 

知的障がい者等は、普段と違うことにパニックとなり避難に時間がかかることが想定されます。

慣れた学校や施設が避難所になると安心する可能性があることから、福祉避難所の検討が必要で

施策の推進方針 

 

(1) 避難指示等による避難の周知【危機管理課】 

・市は､適切に避難指示等を発令するとともに、災害が発生するおそれがある場合等に市民が的

確な避難行動ができるよう、ハザードマップ等により日頃から危険箇所や避難所等の周知徹底

を図ります。 

・｢避難情報に関するガイドライン｣（R3.5 内閣府）に対応した市のマニュアルの見直しを訓練

に活かしていくとともに、新たな避難訓練や防災訓練を取り入れるなど、効果的な訓練の研究

を行います。 

・観光地に起こりうる災害を想定し､外国人を含む観光客等の滞在者を考慮し、地域防災計画に

沿った組織体制、連絡体制の整備についての取り組みを推進します。 

・市民や観光客等の滞在者に､迅速かつ詳細に避難指示等の発令情報を伝達するため、携帯電話

会社による緊急速報メールの活用を推進します。 
・市は､住民主導型警戒避難体制構築事業を活用し、土砂災害や浸水害の被害にあわないために、

住民同士のワークショップによる自主避難マップづくりを支援します。 

 

(2) 情報伝達手段の多様化【危機管理課・デジタル戦略課・秘書広報課】 

・情報伝達手段においては、今後も新たなツールを取り入れながら、市民に必ず情報が伝達で

きる体制の構築に努めます。 

・テレビ・ラジオからの情報が途絶したときは、市の同報系防災行政無線、ホームページ、緊

急メール、ＳＮＳ等を利用した災害情報の発信に努めます。 

・県が構築した「長野県防災情報システム」を活用し、素早く正確な情報を市民に伝えられる

体制を強化します。 

・市民への情報伝達は多様な手段を用い、あらゆる方法で災害情報を入手してもらうことが望

ましいため、現在運用をしているものの他、今後も時代に即した情報発信を検討します。特に

同報系防災行政無線屋外子局の増設（子局本体又はスピーカー増設）、屋内戸別受信機の配備、

移動系防災行政無線の活用、パソコンやスマートフォンなどの携帯端末での情報受発信手段な

ど、環境や時代の変化に応じた効果的な情報伝達手段の構築を検討します。 

 

≪目標≫塩尻市ＳＮＳ（Ｘ、Facebook、LINE）フォロワー数 ３９，５００人（Ｒ８年度） 

 

(3) 要配慮者の避難行動支援【福祉支援課・地域共生推進課】 

・ヘルプマークの普及や広報しおじりでの周知等を通じて、障がい者を理解し、対応できるよ

う市民の心構えを醸成します。 

・防災行政無線戸別受信機・文字表示器による情報伝達を行います。 

・聴覚障がい者は、手話等によるコミュニケーションが必要なことから、社会福祉協議会へ委

託している「手話奉仕員養成講座」及び「要約筆記養成講座」の受講者を増やします。 

・障がい者等が安全に避難でき、避難所環境やコミュニケーション手段などに配慮された中で

安心して避難所生活ができるよう、福祉避難所の整備を行います。 

・要配慮者の避難体制を構築する為に、避難行動要支援者名簿を整備します。また住民の支え

合いによって要配慮者が安全に避難できる地域づくりを推進します。 

 

 

１－４避難指示等の判断の遅れや、情報伝達手段の不備に伴う避難の遅れによる死傷者の発生 

同報系防災行政無線、緊急メール、ホームページ、Ｘ、ＬＩＮＥ、Ｌ－ＡＬ

ＥＲＴを使用したテレビ・ラジオ等からの広報、携帯電話の緊急速報メール、

消防団等による広報車 

 １８ １７ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

す。 

災害時は、障害福祉サービスがすぐ利用できないこともあり、家族だけでは対応できないので、

隣近所の日頃からのつき合いや支援体制が大変重要です。 

障がい者以外の災害発生時に支援を必要とする高齢者、妊産婦、乳幼児等の要配慮者が、迅速

かつ安全に避難できる地域づくりを進めるため、避難行動要支援者名簿の作成に合わせて地域の

特性や実情を踏まえつつ、民生委員や社会福祉協議会、自主防災組織や自治会、福祉事業者等の

協力を受け、個別計画を策定する必要があります。 

 

(4) 外国籍市民への情報伝達【危機管理課・市民課】 

外国籍市民等への防災意識の啓発、防災・災害情報の多言語等での伝達手段が十分に整備され

ていない状況であり、本市に住む多数の外国人の安全、安心を確保するため、外国人向け災害情

報の伝達体制を整備・強化する必要があります。 

いつ起こるかわからない災害や緊急事態に､外国籍市民も自ら身を守ることができるよう意識

啓発を行い、その対応方法を理解できるように説明していくと同時に、災害時の外国籍市民の支

援体制や人材活用体制を整備していくことが急務です。 

 

(5) 小中学校の防災教育【学校教育課】 

災害発生時に児童生徒が自ら危険を回避する力を育成するため､学校における実践的な安全教

育の指導法構築に取り組むなど、引き続き、防災教育の充実を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 外国籍市民への情報伝達【危機管理課・市民課】 

・日本語を母語としない人にも理解されやすい災害時情報提供アプリの活用周知と、メールや

ＳＮＳにより情報伝達ができるようにします。 

・緊急時対応のオリエンテーションの実施や、緊急時対応がまとめられたカードなどを作成・

配布したり、また、外国籍市民向け防災訓練の実施や、音声翻訳アプリ等の活用も検討します。 

また、外国籍市民が地域の防災訓練に参加できるよう自主防災組織を支援します。 

 

 

(5) 小中学校の防災教育【保育課、学校教育課】 

・学校における防災教育の指針である「防災教育の手引き」を普及するとともに、小中学校や

保育園等における避難訓練や引き渡し訓練などにより、災害発生時に児童生徒が自ら危険を回

避する力の育成を図ります。 

 

 

２０ １９ 



  

 

 

 

脆弱性の評価 

 

(1) 道路の落石対策【建設課】 

台風などの大雨や地震により落石が発生すると、通行車両などが被災したり、孤立が生じるお

それがあります。落石等災害の危険性が高い箇所について、落石防護柵などの防災対策施設を整

備し、道路災害の発生を未然に防止する必要があります。 

 

(2) 支援物資輸送路の整備【建設課】 

地震により橋梁等が破損すると、避難や救急・消火活動、支援物資の輸送に支障が生じるおそ

れがあります。このため、支援物資輸送路における橋梁等、道路施設の長寿命化、耐震補強を進

める必要があります。 

 

 

 

(3) 大雪対策【建設課】 

大雪による長時間に及ぶ通行止めは、市民生活や観光客等に大きな影響を及ぼすおそれがあり

ます。国、県と連携し、支援物資輸送路を優先に除排雪をはじめとした冬期交通の確保対策を推

進する必要があります。 

 

 

 

 

(4) ヘリコプターによる救急救助・支援物資搬送【危機管理課】 

大規模災害が発生した時には、迅速な救急救助活動と効率的な支援物資搬送等を行う必要があ

りますが、道路交通網が被災し、孤立集落が発生した場合等は、ヘリコプターを活用し、効率的

に救急救助や支援物資搬送を実施することが重要です。 

 

 

施策の推進方針 

 

(1) 道路の落石対策【建設課】 

・落石や岩石崩落など道路パトロールや道路の点検結果に基づき、対策が必要な箇所について、

災害時の孤立集落発生や落石による人身事故の防止等、道路利用者の安心・安全を確保するた

め、順次、防災対策工事を実施します。 

 

(2) 支援物資輸送路の整備【建設課】 

・災害時における支援物資輸送路の機能確保や、落橋による二次的災害を防止するため、輸送

路上にある橋梁や跨線橋・跨道橋・トンネル等、道路施設の修繕等を実施し、安全で安心でき

る市民生活を実現します。 

橋梁定期点検：２５５橋（市管理橋） 

トンネル定期点検：３箇所 

 

(3) 大雪対策【建設課】 

・県、警察及びその他関係機関と情報共有及び連携を図りながら、大雪に伴う孤立を防止する

ため、道路の除排雪をはじめとした冬期交通の確保対策を推進します。具体的には、平成２７

年１月に県と締結した「緊急時における相互除雪に関する協定書」に基づいた除雪の実施、防

災行政無線やホームページ等のあらゆる媒体を活用した広報を行います。 

・各区が除雪を円滑に行えるよう、除雪機の補助制度の有効利用や、雪捨て場（雪の仮置き場）

の確保を進めます。 

 

(4) ヘリコプターによる救急救助・支援物資搬送【危機管理課】 

・孤立集落が発生した場合では、道路による救急救助、支援物資搬送が行えない場合は、ヘリ

コプターを要請し援助を求めます。また、事前に近接する自治体と避難者受け入れに関する協

定の締結等を検討します。 

・市は、「支援物資輸送拠点及び災害対策用ヘリポート」を事前に１７箇所指定し、支援に備

えています。また、必要に応じ新たにヘリポートの指定を行います。 

 

２－１長期にわたる孤立集落等の発生（大雪含む） 

２２ ２１ 



  

 

 

 

脆弱性の評価 

 

(1) 自主防災組織の強化【危機管理課】 

大規模災害発生直後は、警察、消防などの公的機関の救助が見込めないため、自主防災組織の

支え合いによる救助救出活動が大変重要です。 

災害による被害を最小限に抑えるには、自ら身を守る「自助」、行政機関等の災害支援である「公

助」のほか、 地域の人の助け合いである「共助」があり、その「共助」の中心的な役割を果た

すのが、自主防災組織の活動です。そのため、区ごとの自主防災組織の立ち上げや、その活動の

活性化に必要な支援を行い、地域防災力の向上を図る必要があります。 

  ≪現状≫防災訓練実施件数 ２６件（Ｒ６年度） 

 

(2) 塩尻市消防団の強化【危機管理課】 

大規模災害時は、災害現場の家屋に取り残される者が発生し、さらには多くの負傷者が発生し

ます。消防団は消防署と協力し、住民の避難誘導、被災者の救助・救護に対応します。 
救助活動に関しては、消防団も高い技術を有しており、被災者に対しての適切な対応が可能で

す。 

社会情勢の変化に伴い消防団員の確保が難しくなっており、消防団員の処遇改善や、活動の見

直し、消防団サポート事業制度等を行うことにより、団員確保のために、更に魅力ある改善をす

る必要があります。 

≪現状≫消防団員の装備の充足率 ８５．６％（Ｒ４年度） 

 

(3) 塩尻市赤十字奉仕団との連携【地域共生推進課】 

赤十字奉仕団は、災害発生時、応急救護や炊き出しなど災害現場でのボランティア活動を行い

ます。日頃から自主的な救護訓練、炊き出し訓練等を行っていますが、各地域の関係機関との連

携を図っていく必要があります。 

 

 

(4) 救助・救急機関との連携【危機管理課】 

大規模災害発生時は、警察･消防･自衛隊等の関係機関の支援により、人命救助、消火活動、道

路啓開、交通規制、防犯対策などあらゆる事態への対応が必要となりますが、その支援対策につ

いては具体的に検討する必要があります。 

 

 

施策の推進方針 

 

(1) 自主防災組織の強化【危機管理課】 

・塩尻市は、市内に６８の自主防災組織が組織されていますが、今後も「近隣で顔の見える防

災コミュニティ」を全区で組織化されるよう推進します。また、長野県自主防災アドバイザー

制度を活用し、自主防災組織の活動の活性化に必要な支援を図ります。 

・自主防災組織は、自らの防災能力を高めるための訓練を年 1回以上実施します。 

・自主防災組織の体制強化を図るため「塩尻市自主防災組織防災資機材購入等補助金制度」を

活用し、防災資機材の整備を促進します。 

≪目標≫防災訓練実施件数 ４５件（Ｒ８年度） 

 

(2) 塩尻市消防団の強化【危機管理課】 

・消防団員が、災害現場から負傷者を救助する知識・技術の習得に関しては、消防署の講習を

受け、さらにスキルの向上図ります。 

・消防団の活動については、消防団員の処遇改善や、活動の見直し、消防団サポート事業制度

等を取り入れており、団員確保のために、更に魅力ある改善をする必要があります。 

・各部の車両や装備については、防災力、消防力の強化を図るため、計画的に更新します。 

 

 

≪目標≫消防団員の装備の充足率 ９５．０％（Ｒ８年度） 

 

(3) 塩尻市赤十字奉仕団との連携【地域共生推進課】 

・赤十字奉仕団は、日頃から訓練を行い、自らのスキルを高めていきます。 

・災害発生時は市、自主防災組織、消防団等と連携し、積極的に地域支援を行います。 

・日頃から、訓練を行うと共に、市の市民総合防災訓練に参加するなど関係機関と連携し、不

測の事態に備えます。 

 

(4) 救助・救急機関との連携【危機管理課】 

・警察･消防･自衛隊等の関係機関は、塩尻市防災会議の委員であり、今後も会議を通じ情報連

携を強化し、要救助者や資機材、宿営地等の情報共有を図ります。 

・毎年行う塩尻市市民総合防災訓練を通じ、より緊密な連携訓練を行い、課題を解決し実効性

を高めてまいります。 

 

２－２警察、消防、自衛隊等による救助・救急活動等の不足 

２２ 
 

２３ ２４ 



  

 

 

 

脆弱性の評価 

 

(1) 災害時医療体制の整備【健康づくり課】 

大規模災害発生直後は、救護活動の拠点を設置する必要があります。また、速やかに救護班を

編成し、医療救護所に医師等が出動して救護に当たる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 広域的な医療体制整備【健康づくり課】 

松本地域は全体でひとつの医療圏域となっており、社会医療法人財団慈泉会相澤病院、信州大

学医学部附属病院が災害拠点病院に指定されています。重度の傷病者は迅速に災害拠点病院に搬

送するなどの広域的な医療提供体制が必要であり、塩尻市内の各医療機関と災害拠点病院等とが

役割を分担しつつ、互いに連携して活動を行なう必要があります。 

大規模災害時の関係する機関等の具体的な行動計画として、平成２５年８月に松本広域圏災害

時医療連携指針を定め、松本広域災害医療コーディネートチーム、市町村本部医務班、長野県災

害対策本部並びに医療関係機関等とが連携を図ることとなっています。この指針が十分に実効性

を発揮するように、関係機関で周知と訓練、計画の見直しを続けることが必要です。 

 

(3) 医療用資器材の整備【健康づくり課】 

災害用医薬品保管場所に薬品等を備蓄しておく必要があります。 

救護に必要となる資材及び薬品で、備蓄だけで不足するものは、医療機関又は長野県医薬品卸

協同組合から調達する必要があります。薬品の調達については松本薬剤師会と協定を結び準備を

進めており、他の機関等とも同様の調達準備を進める必要があります。 

また、医療機能が麻痺することで、特に慢性疾患用の処方薬の不足が懸念されます。また、医

療機器使用者や特別な医薬品を使用している難病患者等が、必要な治療や処置を受けられないこ

とは、命に係わる問題となるため、患者本人やその家族に対して、災害に備えた準備をしていた

だくための啓発が必要です。 

 

(4) 市民等への意識啓発【健康づくり課】 

大規模災害時は負傷者が多数発生することが予測されますが、市内の医療機関の状況から、傷

病者の対応ができないことが予測されます。市民には、平常時からの準備や、発災時の医療救護

所と災害拠点病院等の役割を周知、理解してもらい、適切な受診行動を行う等、円滑な医療体制

を構築する必要があります。 

 

施策の推進方針 

 

(1) 災害時医療体制の整備【健康づくり課】 

・災害発生時に、救護活動拠点として本部医務班を塩尻市保健福祉センター、医療救護所を小

中学校５箇所に設置するよう準備します。 

・塩筑医師会と「災害時の医療救護についての協定書」を締結しており、関係医療機関等との

協力体制を構築します。 

・塩尻市地域防災計画及び災害時医療救護活動マニュアル等で定めた活動を、実際に行動する

ことができるように、またより実効性のある計画となるように、常に計画等を確認、点検、改

善していきます。 

・医療救護所の設置・運営、医療機関等との連携を想定した実動訓練を行います。 

 

(2) 広域的な医療体制整備【健康づくり課】 

・災害時に広域的な医療を提供できるように、長野県災害対策本部松本地方部（松本保健所）

を中心とした広域的な医療救護体制の構築を進めます。 

・市内の各医療救護所と災害対応病院間、さらには市町村を越えて災害拠点病院との情報伝達、

傷病者の搬送、要員確保、医薬品確保等の連携協力体制の確立を行います。 

・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を受け入れることを想定した訓練を行います。 

 

 

 

 

(3) 医療用資器材の整備【健康づくり課】 

・医薬品、衛生材料を医療救護所や災害対応病院に迅速に供給するために、予め医薬品等の手

配準備を進めます。 

・医療救護所に必要な医薬品、医療用資器材の備蓄を進めます。 

 

 

 

 

 

 

(4) 市民等への意識啓発【健康づくり課】 

・市民の円滑な医療体制を確保するため、平時からの準備とともに、適切な受診行動がとれる

ように、発災時の医療救護所と災害拠点病院等の役割について、啓発を行います。 

・慢性疾患用の処方薬服用者や、医療機器使用者、難病患者等に対して、本人やその家族に、

災害への備えをいただくよう、医療機関や薬局等と連携した啓発を行います。 

 

２－３医療機関、医療従事者の不足や、医療施設の被災による医療機能の麻痺 

２５ ２６ 



  

 

 

 

脆弱性の評価 

 

(1) 避難所等における感染予防対策【健康づくり課】 

大規模災害が発生し、ライフラインの途絶や医薬品等の供給が停止した場合、地域の衛生状態

の悪化に伴う感染症等が大発生する可能性があります。 

災害発生時の対応について、避難所をはじめ、事業所や学校等における災害時の疫病・感染症

等の大規模発生を防止するため、マニュアルの作成などによる体制を整備する必要があります。 

 

 

 

 

 

(2) 環境衛生の適正化【下水道課・生活環境課】 

大規模災害時は、下水道施設の損壊や廃棄物の放置により不衛生な状態に陥ることがあり、被

災時は早期に衛生環境を適正化することが必要です。 

また、火葬施設が安定的に運営されることが重要であるため、老朽化が進んでいる斎場の適正

な維持管理を図るとともに、再整備に向け取り組んでいく必要があります。 

 

 

施策の推進方針 

 

(1)  避難所等における感染予防対策【健康づくり課】 

・災害発生時の対応について、避難所をはじめ、事業所や学校等における災害時の疫病・感染

症等の大規模発生を防止するため、「新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・運

営訓練ガイドライン」に準じた対応により、災害時の感染症の大規模発生を防ぎます。 

・避難所、事業所、学校での衛生状態の悪化などによる感染症のリスク拡大を防止するため、

マスクや手指消毒剤などの衛生用備蓄の充実を図るとともに、平時からの手洗いやうがい、予

防接種等、感染症予防対策の啓発と健康管理を促進します。 

・松本薬剤師会、塩筑医師会、塩筑歯科医師会、松塩筑助産師会と災害時の医療救護について

の協定を締結しており、災害時の医療資源の確保に努めます。 

 

(2) 環境衛生の適正化【下水道課・生活環境課】 

・大規模地震の際は、下水道ＢＣＰに基づき下水道機能の継続及び早期回復に努めます。 

・塩尻市災害廃棄物処理計画に基づき、廃棄物が適正処理されるよう努めます。 

・斎場の個別施設計画に基づき、適正な維持管理に努めるとともに、早期の新斎場の建設に取

り組みます。 

 

２－４被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

２７ ２８ 



  

 

 

 

脆弱性の評価 

 

(1)  帰宅困難者の一時滞在施設の確保【危機管理課】 

大規模災害が発生し、各種公共交通機関の活動停止や主要道路の分断により帰宅できない等、

多くの帰宅困難者の発生が予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  企業等における施設内待機のための備蓄【危機管理課】 

大規模災害発生時においては「むやみに移動を開始しない」という一斉帰宅抑制の基本原則の

徹底を図るため、企業等における従業員等の施設内待機や、そのための備蓄品整備を図っていく

必要があります。 

 

施策の推進方針 

 

(1)  帰宅困難者の一時滞在施設の確保【危機管理課】 

・大規模地震発生時に公共交通機関が運行を停止した場合、大量の帰宅困難者が一斉に徒歩等

で帰宅を開始すると緊急車輌通行の妨げとなる等、応急活動に支障をきたすため、企業等にお

いて従業員等の施設内待機を企業等と研究します。 

また、施設内待機にあたり、企業外の帰宅困難者分も含め、備蓄品を３日以上備蓄する体制の

整備を企業とともに研究します。 

・学校等においては平時より保護者との連絡体制を構築し、幼児及び児童・生徒に合わせた引

き渡し方針を毎年整理し、発災時の連絡体制の確立と幼児及び児童・生徒の安全確保を最優先

した対策を講じます。 

・公共交通発着地点付近における、帰宅困難者受入施設の協定締結数を増やします。 

・帰宅困難者の冷静な行動を促すため、安否情報や被害情報等を提供できる体制を整備します。

また、混乱期収拾以降においては、帰宅のための公共交通機関の運行情報や道路通行情報等を

提供します。 

 

(2)  企業等における施設内待機のための備蓄【危機管理課】 

・「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン」に基づき、企業等における一時滞

在施設の運営、備蓄品の確保について周知します。 

 

 

２－５想定を超える大量の帰宅困難者の発生 

２９ ３０ 



  

 

脆弱性の評価 

 

(1) 庁舎の機能維持【公共施設マネジメント課・地域共生推進課・市民交流センター】 

災害対策本部となる保健福祉センター、市役所本庁舎及び市民交流センターの耐震化及び非常

用発電機の設置は、既に実施されていますが、燃料の供給が途絶えたときでも情報伝達が行える

よう、検討する必要があります。 

太陽光発電システム及び蓄電池が設置されている市民交流センターについては､災害時に電力

が供給できる状況にあるかを、日頃から点検する必要があります。 

 

施設名 建築年 耐震化 

市役所庁舎の耐震化 本庁舎 昭和４８年度建築 平成２６年度耐震改修 

保健福祉センター 平成１２年度建築 新基準による建物 

 

 

(2) 業務継続計画（BCP = Business Continuity Plan）の強化【危機管理課・総務人事課】 

大規模災害時においては､市役所本庁舎をはじめ行政機関も被災するため、人員の参集不足など

に伴う災害応急対策の遅れが発生する可能性があります。 

平成２９年７月に業務継続計画(ＢＣＰ)を策定し、これに基づく訓練を実施するなど、実施体

制を確立するとともに、計画の必要な見直しを行い、災害想定、庁舎機能不能時の対応等につい

て検討する必要があります。 

 

(3)  市民が必要な証明書等の取得手段の強化【市民課、デジタル戦略課】 

現在、各種証明書等を市役所及び各支所並びにえんぱーく、コンビニ等で取得することができ

ます。しかしながら、災害時において、交通の機能不全が発生した場合、各種証明書などの交付

に支障をきたすことが想定されます。 

 

 

 

(4) 市職員の安否確認と活動体制の整備【総務人事課、危機管理課】 

大規模災害時は職員も被災することが想定されますが、復旧活動を迅速に行うためには、職員

は自らが命を守り、いち早く災害対策業務に従事することが求められます。それには、職員の安

否確認をできるだけ早く行い、人員を確保することが必要です。 

いつ何時災害が発生しても職員が庁舎等で災害対策に従事できるよう職員用の非常食等及び災

害対策用の資機材を準備する必要があります。 

 

(5) 災害時応援体制の充実強化【危機管理課・都市計画課】 

大規模災害時、市単独では十分な応急・復旧対策ができないときに備えて、県内の市町村と「長

野県市町村災害時相互応援協定」を締結しているほか、姉妹都市との相互応援協定を結んでおり、

災害時にいち早く連携ができるよう日頃から緊密に連携する必要があります。 

応援協定は､都市間だけでなく､関係機関､民間企業、民間団体等とも積極的に協定を締結し、情

報通信の確保や被災状況調査及び応急対策の支援など、あらゆる支援又は応援ができる体制を整

える必要があります。 

 

施策の推進方針 

 

(1) 庁舎等の機能維持【公共施設マネジメント課・地域共生推進課・市民交流センター】 

・現在設置してある非常用発電機を災害発生時に確実に作動するよう保守点検を行います。 

・燃料が途絶した場合でも、Ｗｉ-Ｆｉ通信等の別手段の運用も検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 業務継続計画（BCP = Business Continuity Plan）の強化【危機管理課・総務人事課】 

・業務継続計画に基づく訓練を実施するなど、実施体制を確立するとともに、必要に応じて計

画の更新・見直しを行い、災害想定、庁舎機能不能時の対応等について検討します。 

・災害初動対応訓練をはじめ、非常参集・対策本部設置訓練を実施していきます。 

 

 

 

(3)  市民が必要な証明書等の取得手段の強化【市民課、デジタル戦略課】 

・市役所に来ることがなく、必要な証明書などを自宅などで取得できるように、基幹系システ

ムとの連携システムを高度化し、災害時にも証明書等の交付が行えるよう検討します。 

・災害時における道路の寸断など、市役所や各支所等に行けない場合であっても、自宅などか

ら手続きをすることにより、提出期限のある申請書などを遅延なく提出することが可能となる

よう、庁内設備及びサービスの導入を検討していきます。 

 

(4) 市職員の安否確認と活動体制の整備【総務人事課、危機管理課】 

・安否確認が迅速にできるよう、職員緊急メールシステムを活用し、大規模災害発生直後に職

員一人ひとりの状況を確認します。 

・職員が災害対策活動に従事できるよう、アルファ米や保存水を確保すると共に、毛布等災害

対策のために必要な資機材を順次揃えていきます。 

 

 

(5) 災害時応援体制の充実強化【危機管理課・都市計画課】 

・大規模災害時に、災害時応援協定等を迅速かつ円滑に運用するために、協定先と連携し、連

絡窓口の確認をします。また、広域防災拠点として小坂田公園・北部公園等、市内公園の整備

も進めます。 

・協定の内容について随時更新・見直しを行い、即時に要請・対応できる体制を整えます。 

 

 

 

３－１市役所をはじめとする行政機関の施設・職員等の被災による大幅な機能低下 

３１ ３２ 



  

 

 

 

 (6) ボランティアセンターの開設【地域共生推進課】 

避難者等への支援を行うボランティアを円滑に受け入れるため、市社会福祉協議会やボランテ

ィア団体等との連携体制の強化を図っていく必要があります。 

 

 

 

(6) ボランティアセンターの開設【地域共生推進課】 

・ボランティアセンターがいち早く開設できるよう、市社会福祉協議会と日頃から連携し、設

置場所、開設者、運営責任者など事前に対策を講じます。また、それに伴い必要な資機材につ

いても準備します。 

 

３３ ３４ 



  

 

 

 

脆弱性の評価 

 

(1) 災害情報の伝達手段の多様化【危機管理課、秘書広報課】 

市民への災害情報の伝達は、迅速かつ正確であることが求められており、これまで同報系防災

行政無線、市の緊急メール、ホームページ、ＳＮＳ、Ｌ－ＡＬＥＲＴを使用したテレビ・ラジオ

等からの広報等の整備を進めてきました。今後も時代に即した手段を的確に運用すると共に、停

電等の場合でも、市民に情報伝達ができる体制をさらに構築する必要があります。 

災害対策本部及び自主防災組織との連絡手段は、停電又は電話が輻輳状態時には、移動系無線

機が有効であり、デジタル移動無線機を配置しています。 

大規模災害時の輻輳状態のときでも優先発信ができる災害時優先電話や避難施設等に設置する

災害時用公衆電話を多く設置していく必要があります。 

 

 

 

 

(2) 避難者支援拠点における非常用電源確保【危機管理課、避難施設所管課】 

電力の供給停止に備え、各地区の避難者拠点施設に、非常用電源及び燃料を確保する必要があ

ります。 

 

 

施策の推進方針 

 

(1) 災害情報の伝達手段の多様化【危機管理課、秘書広報課】 

・情報伝達手段においては、今後も新たなツールを取り入れながら、市民に必ず情報が伝達で

きる体制の構築に努めます。 

・テレビ・ラジオからの情報が途絶したときは、市の同報系防災行政無線、ホームページ、緊

急メール、ＳＮＳ等を利用した災害情報の発信に努めます。 

・県が構築した「長野県防災情報システム」を活用し、素早く正確な情報を市民に伝えられる

体制を強化します。 

・ＮＴＴ東日本が指定する災害時優先電話については、現在５７回線確保しておりますが、    

今後も回線の確保・設置を進めます。 

・災害時の避難施設等での早期通信手段確保､帰宅困難者の連絡手段確保のために、ＮＴＴ東日

本が設置する災害時用公衆電話（無料利用の特設公衆電話）を現在の２６機からより多くの配

備を進めます。 

 

(2) 避難者支援拠点における非常用電源確保【危機管理課、避難施設所管課】 

・避難者支援拠点は大規模災害時の地域住民の避難の拠り所となるため、早期の開設と確実な

運営ができるよう、電力会社の所持する大型発電機の優先エリアや、避難所の電力確保のため

の非常用電源設置の研究を進めます。 

 

３－２テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態 

３５ ３６ 



  

 

 

 

脆弱性の評価 

 

(1) 電気・ガス・石油類燃料の安定供給【危機管理課】 

過去の災害の教訓から、大規模災害発生直後は、電気・ＬＰガス・石油類燃料の供給の停止が

予想されます。 

電気については、発電所からの送電停止、電柱の倒壊等により、長期的な停電が予想され、被

災の規模によっては、応急・復旧業務が直ちに実施できない可能性があります。 

ＬＰガスや石油類については、交通インフラの被災により、応急・復旧に関する技術者の派遣

の遅延や道路網寸断による輸送困難に陥るおそれもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 自然エネルギーの活用【生活環境課・耕地林務課】 

再生可能エネルギーについては、太陽光発電施設が個人住宅を中心に普及し、大規模な発電所

も増加しています。大規模災害時など停電が長時間にわたる場合は、太陽光発電設備を活用し、

夜間照明や携帯電話等の充電に活用する必要があります。 

 

 

施策の推進方針 

 

(1) 電気・ガス・石油類燃料の安定供給【危機管理課】 

・大規模災害時においても、電気、ガス、石油類燃料が確保できるようにすることや、供給機

器の緊急点検など、締結した協定を基に安定供給ができるよう日頃から連携を強化します。 

協定名 協定締結先 

災害時における電力供給等の相互連携・協力に関する協定 
中部電力（株）電力ネットワークカンパ

ニー 松本営業所 

災害時における電気設備の保安及び電気使用の安全確保 （一財）中部電気保安協会 長野支店 

災害時における石油類燃料の供給等に関する協定 長野県石油商業組合 中信支部 

災害時における LP ガスの供給等に関する協定 (一社)長野県ＬＰガス協会 松本支部 

・災害対策本部となる市役所本庁舎の非常用発電機が、いつでも稼働できるよう定期保守点検

を行い、万全な体制を整えます。 

・防災拠点、避難場所等（公共施設）における長期間にわたる電気の供給停止を防ぐために、

非常用発電機の増設を研究します。 

 

(2) 自然エネルギーの活用【生活環境課・耕地林務課】 

・再生可能エネルギーを夜間や災害時も利用するためには、蓄電池を併設する必要があること

から、太陽光発電設備や家庭用定置型蓄電池の補助金を交付して普及に努めます。 

・令和２年 10 月 15 日より木質バイオマス発電施設が稼働しました。年間発電量が一般家庭の

約 32,000 世帯分に相当する約 9,500 万キロワット時の災害時の活用方法について研究します。 

  ≪発電出力  14,500ｋｗ≫ 

４－１電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・ＬＰガスサプライチェーンの機能の停止 

３７ ３８ 



  

 

 

 

脆弱性の評価 

 

(1) 水、食料等の確保【危機管理課・上水道課】 

大規模災害が発生し、住家等の被害があった場合、被災者は避難所に避難することになります

が、断水や物流の途絶により、水、食料等の生命を維持するための物資が不足する可能性がある

ことから、適切な量と迅速な提供態勢を確保するとともに、水道等の早期復旧を実施する必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 (2) 農産物の安定生産【農政課・耕地林務課】 

地震等の発生や長雨などに伴い農地や農業用施設が被災した場合は、農産物の生産能力が著し

く低下する可能性があることから、農業基盤整備を推進するとともに、営農体制の維持、確保を

図る必要があります。また、農業用水を安定的に確保するとともに、農業用施設の整備を計画的

に進める必要があります。 

 

 

 (3) 基幹的農業水利施設の保全【耕地林務課】 

地震等の発生に伴い、被災した農業用施設の位置や構造等を確認できず、復旧（機能回復）に

時間を要することが懸念されるため、個別施設ごとの整備状況等を整理しておく必要がありま

す。 

また、基幹的農業水利施設の長寿命化を計画的に進める必要があります。 

 

施策の推進方針 

 

(1) 水、食料等の確保【危機管理課・上水道課】 

・市は、備蓄計画により必要な飲食料を常に用意し、迅速に水、食料等を提供する態勢を整え

ます。 

・備蓄飲食料の保管及び応援物資の一時ストック施設として、備蓄倉庫の充実を図ります。 

・大規模災害時に断水した場合は、関係機関との連絡協力・相互応援体制により早期に水を確

保します。また、水道事業者と連携をし、水道施設の復旧に努めます。 

・当市だけでは食料等の供給が困難な場合は、県と連携しながら水・食料等を供給します。 

・市は、市民や事業所に対し、一般流通が十分機能しないと考えられる発災直後から最低でも

３日分の飲食料を備蓄してもらうよう啓発します。 

 

 (2) 農産物の安定生産【農政課・耕地林務課】 

・農産物の安定生産のために、日頃から新規就農者等、担い手の育成や確保、農業経営の活性

化、農業基盤整備について推進します。 

・農地や農業用施設が被災し、農産物の生産能力が低下しないための、農業用施設の長寿命化、

耐震対策により、農業用水を安定確保するとともに、農業用施設の整備を計画的に進め、農産

物の安定生産が図れるようにします。 

 

 (3) 基幹的農業水利施設の保全【耕地林務課】 

・日頃から個別の農業施設の整備状況等を整理しておくことで、災害時に被災した農業用施設

の位置や構造等が確認でき、早期に復旧（機能回復）ができる体制を整えておきます。 

・基幹的農業水利施設の長寿命化を計画的に進めます。 

 

 

４－２食料、飲料水等の安定供給の停滞 

３９ ４０ 



  

 

 

取り組むべき施策 

 

(1) 上水道施設強化【上水道課】 

上水道は市民生活及び社会経済活動を支える重要なライフラインであり、災害時にもその機能

を維持または早期復旧することが必要不可欠です。 

水道施設（浄水場、ポンプ場及び配水池などの水道に係る構造物）は、施設の建設年度や経過

年数による耐震性等を勘案すると、複数の施設において被害が発生すると予想されます。 

特に本市最大の浄水場である床尾浄水場と２番目に大きい上西条浄水場は、耐震性が不足して

おり、大地震の際には多大な影響を受けることが想定されます。 

また、３３の配水池のうち新耐震基準を満たしていない配水池が１１箇所あり、それらが被災

した場合には広範囲にわたる配水能力の低下が想定されます。 

 

(2) 管路耐震化【上水道課】 

本市の管路総延長は約 638 ㎞であり、すべての管路を短期間に耐震化することは現実的には不

可能です。このため、管路の重要度や老朽度を評価して優先順位を決定し、長期的な見通しをも

って整備を進める必要があります。 

災害時に重要な拠点となる施設（避難所・病院等）へ配水する基幹管路の耐震化率は 44.4％と

なっており、大地震の際には継手の離脱や破断が発生し市内各所で配水能力が低下することが想

定されます。 

また、主要な水管橋の耐震性調査結果は、いずれも耐震化を図る必要があるとの結果が出てお

り、それらが被災した場合にも広範囲にわたり配水能力が低下することが想定されます。 

  ≪現状≫水道主要管路の耐震化率 ４４．０％（Ｒ６年度） 

 

 

(3) 応急対応体制の構築【上水道課】 

大規模災害時における上水道機能の継続・早期復旧は、発災時からの対応が困難であるため、

平時から応急対応の体制を構築しておく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

施策の推進方針 

 

(1) 上水道施設強化【上水道課】 

・水道施設の地震対策は令和２年６月に策定した「第２期塩尻市水道ビジョン」により、施設

及び管路が有すべき機能を確保するため、計画的に耐震化を推進しています。 

・床尾浄水場は廃止し、将来的に松塩水道用水からの受水を増量し対応します。 

・上西条浄水場は、現在、再構築事業に取り組んでおり、管理棟及び浄水池、排水処理施設を

更新し、併せて、中央監視装置を床尾浄水場から移設更新しました。今後は、沈澱池及び浄水

池の更新に取り組んでまいります。 

・配水池及びポンプ施設については、総合的に点検を実施し、最新の知見を踏まえて再評価し

耐震化を図ります。 

 

(2) 管路耐震化【上水道課】 

・令和 2 年度に策定した「アセットマネジメント」により、災害拠点病院、避難所、防災拠点

などの重要給水施設に供給する管路である主要管路を優先し、毎年、計画的に耐震化工事を実

施しています。 

・主要管路以外の管路では、埋設時期の古い塩化ビニル管等による破損事故が多いため、ダク

タイル鋳鉄管 GX 型や水道配水用ポリエチレン管への更新を行います。 

・水管橋は埋設管路に比べ地震被害を受けやすいため、可能な限り水管橋が不要となるよう配

水系統を見直します。どうしても河川横断が必要な箇所については、適切な時期を見計らい更

新します。 

≪目標≫水道主要管路の耐震化率 ４７．０％（Ｒ１２年度） 

 

 

(3)  応急対応体制の構築【上水道課（ア～キ）】 

・平時からの備えを万全にすることで、大規模災害時の対応を行えるようにします。 

ア 応急給水施設（応急給水拠点） 

・応急給水施設は、地震時に配水池から配水管への水の供給を緊急停止することにより応急給

水用の水を確保する施設であり、災害時に給水タンク車により避難場所に運搬給水する基地局

となります。現在、主要配水池６箇所が応急給水拠点として整備されており、市民約１０日分

の応急給水量が確保されています。 

・人口動態等の社会環境の変化に合わせ、今後は応急給水拠点の箇所・数等について随時見直

しを図ります。 

イ 停電対策 

・発災時に伴う停電によって水道施設が停止しないよう、床尾浄水場、上西条浄水場、小曽部

浄水場及び野村配水池には自家発電設備を設置しています。今後は、令和 9 年度に楢川浄水場

において自家発電設備を設置する予定です。 

ウ 台帳整備とバックアップ 

・発災後の調査や応急復旧等については、施設の図面等が必要となるため、各施設の台帳等を

整備するとともに被災しても台帳等を使用できるように定期的にバックアップを行い、最新の

情報を管理します。 

・施設台帳とマッピングシステム（地図情報システム）の連動による台帳の改良を検討します。 

エ 水道施設の応急復旧・応急給水用資機材の確保（備蓄と調達） 

４－３上水道等の長期間にわたる供給停止 

 ４１ ４２ 



  

 

・水道施設の応急復旧・応急給水に必要な資機材は、応急給水拠点６箇所の倉庫に備蓄されて

います。今後、必要な機材や設備等の更なる配備充実を進めます。 

災害時の資機材の調達に関しては、資材商社等との連携を構築します。 

オ 関係各機関との連絡協力・相互応援体制・協定の締結 

・発災後の調査や応急復旧等を効率的に実施するため、関係機関との協力体制を確立します。 

・水道施設に関する被災時の相互応援体制については、「長野県水道協議会水道施設災害相互応

援要綱」に基づいて相互応援を行いますが、このほか日本水道協会中部支部、日本水道協会で

災害時支援に関するルールが定められており、これに基づく相互応援を行います。 

・塩尻市内においては、塩尻市水道事業協同組合と締結している「災害時における応急対策業

務に関する協定」により、市は応急対策業務の協力を要請することとしています。 

・長野県企業局と「災害時の応急活動の連携に関する協定」を締結し、松塩水道用水の送水調

整施設などに設置した応急給水拠点を活用できることとしています。 

・窓口業務受託業者とも、災害時に関する協定を締結しており、災害時の広報活動等の応援体

制が整っています。 

カ 市民への情報提供・協力要請 

・市民に対して、飲料水の備蓄、断水時の応急給水などの被災時における必要な情報を事前に

広報し、トラブルを軽減し市民の協力体制を構築します。 

キ 教育・訓練 

・災害発生後の対応手順の確実な実行のため、教育・訓練計画を立案し定期的に実施します。 

ク 備蓄体制の充実と自然資源の活用【危機管理課、生活環境課】 

・市は、保存水の備蓄を毎年計画的に行います。 

・井戸を所有する者(個人及び事業所)を把握し、有事の際の水提供に関する協定締結を検討し

ます。 

 

４３ ４４ 



  

 

 

 

脆弱性の評価 

 

(1) 下水処理機能の維持【下水道課】 

下水道施設は市民生活にとって重要なライフラインの一つであり、災害時には同等の代替え機

能を有する手段はないため、その機能を維持または早期に復旧することが必要不可欠です。そこ

で、平成２７年度に下水道ＢＣＰを策定し対策の強化を図っています。 

 

(2) 管路施設・処理場の地震対策【下水道課】 

管路施設、処理場はともに地震対策が一部で未実施であるため、管路施設、処理場の耐震化を

推進する必要があります。 

 

≪現状≫下水道重要管路の耐震化 ９０．９％（Ｒ６年度） 

 

(3) 応急対応体制の構築【下水道課】 

施設が被災した場合、機能が復旧するまでにはかなりの時間を要すことも予想されるので、平

時から応急・応援体制確立の体制を構築しておく必要があります。 

また、ＢＣＰを実効性あるものとするためには、随時見直しが必要ですが、ライフライン確保

の観点からは、上水道施設と下水道施設の両施設が早期復旧に向け連携した計画とする必要性が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  合併浄化槽整備の促進【生活環境課】 

下水道整備区域外の生活環境向上を図るため、合併浄化槽の整備を促進する必要があります。 

 

施策の推進方針 

 

(1) 下水処理機能の維持【下水道課】 

・下水道ＢＣＰは策定済ですが、より実効性のあるものにするため、随時見直しを行います。 

 

≪見直し実績≫平成２９年度、令和２年度、令和５年度 

 

(2) 管路施設・処理場の地震対策【下水道課】 

・公共下水道は昭和６０年に供用開始し最新の耐震基準に基づかない施設もあるため耐震診断

を実施し、対策が必要な管路施設・処理場について、重要度に応じた耐震性能を満たす対策を

継続します。 

≪目標≫下水道重要管路の耐震化 ９５．７％（Ｒ１１年度） 

 

(3)  応急対応体制の構築【下水道課】 

・平時からの備えを万全にすることで、大規模災害時の対応を行えるようにします。 

ア 停電対策 

・浄化センター、主要なマンホールポンプ場には自家発電設備を設置しており、定期的な点検、

試運転を継続します。 

 

イ 下水道台帳整備とバックアップ 

・被災後の調査や応急復旧等には施設の図面が必要となりますが、管路施設については、地図

情報システムにより整備されており、データの定期的な更新、バックアップを継続します。 

 

ウ 関係各機関との連絡協力・相互応援体制・協定の締結 

・発災後の調査や応急復旧等を効率的に実施するため、関係機関との協力体制を確立します。 

・塩尻市建設業組合と締結している「災害時等における緊急措置に関する協定」や、相互応援

体制についての「長野県生活排水事業における災害時応援に関するルール」に基づき、市は応

急措置の協力を要請することとしています。 

 

エ 教育・訓練 

・災害発生時に円滑に支援・受援体制が確立できるよう訓練を定期的に実施します。 

 

オ 代替設備の整備 

・避難所におけるトイレ確保のため、マンホールトイレの整備を推進します。 

 

(4)  合併浄化槽整備の促進【生活環境課】 

・合併浄化槽の設置を促し、河川や地下水の保全など生活環境の向上を図ります。 

 

４－４汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

４５ ４６ 



  

 

 

 

脆弱性の評価 

 

(1) 輸送路・迂回路としての道路整備【建設課、都市計画課】 

複雑急峻な地形を有し、風化、浸食に弱い地質が広範囲を占めている塩尻市では、大雨や地震

による土砂崩落や大雪で道路が寸断される事象が発生する可能性があります。 

一方で、鉄道や道路は太平洋側と日本海側が交差する交通の要衝であり、市内の道路は国道・

県道・市道で約 1,018km に及びます。支援物資輸送路の信頼性の向上など、防災・減災の観点か

ら重点的・効率的に道路整備を図る必要があります。 

 ・国 道 １ ９ 号  ３２．２ｋｍ 

 ・国 道 ２ ０ 号   ８．６ｋｍ 

 ・国道１５３号  １５．５ｋｍ 

 ・県    道  ６６．２ｋｍ 

 ・市    道 ８９５．６ｋｍ 

 

(2) 農道、林道整備【耕地林務課】 

地域交通ネットワークが分断された際、支援物資輸送路などの補完、迂回機能が見込まれる基

幹的な農道や林道の整備、維持・管理等を進める必要があります。 

 ・市内農道 ４２７路線 ９０．６ｋｍ 

 ・市内林道  ５６路線 ８１．７ｋｍ 

 

施策の推進方針 

 

(1)  輸送路・迂回路としての道路整備（ネットワーク整備と橋梁耐震化）【建設課、都市計画課】 

・地域の暮らしを支えるための災害に強い道路網の整備を進めます。また、国、県と連携して     

整備を促進します。 

・道路の法面対策、橋梁の補修・耐震、道路改築・道路施設等の長寿命化により、災害時の支

援物資輸送路を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 農道、林道整備【耕地林務課】 

・物資輸送路、迂回路としての機能が見込まれる農道については、維持・修繕を図るとともに、

必要に応じ道路拡幅等を行います。また、同機能が見込まれる基幹林道として、片丘線、片丘

南部線、奈良井川線、日出塩線が見込まれておりますが、土砂崩落等による分断を未然に防止

するため、危険な箇所においては早期に対策を講じ、道路拡幅等を行います。 

 

４－５地域交通ネットワークが分断する事態 

４７ ４８ 



 

  

 

 

 

脆弱性の評価 

 

(1) 農業用ため池の耐震化【耕地林務課】 

大地震の揺れなどにより、農業用ため池が破損し、下流域への浸水被害を防ぐために、老朽化

による堤体の変形や漏水、洪水吐の能力不足、取水施設の損傷等、安全性が危惧されるため池に

ついて、計画的に改修を進める必要があります。 

また、ため池の耐震対策は迅速かつ集中的に進め、地域住民の安全を確保する必要があります。 

 

(2) ため池等のハザードマップの作成【耕地林務課】 

近年の局地的な大雨や大規模な地震発生等によるため池等の被害が想定される中、ため池等を

おもに管理する農村地域では、都市化による混在化が進み、加えて過疎化や高齢化が進行し、適

切な管理や緊急時の情報伝達手段が的確に実施されないことが懸念されます。 

このため、ため池等が決壊した場合に、地域住民の迅速で安全な避難を可能とするため、ため

池等のハザードマップの作成が必要です。 

 

(3) 土石流、地すべり調査【危機管理課、建設課、耕地林務課】 

地震等などの大規模災害発生後には、土石流、地すべり等の土砂災害による二次災害発生の危

険性が増大します。 

二次災害の発生を抑制するためには、応急対策工事の実施や警戒避難体制の早期構築が重要で

す。また、土砂災害の危険箇所等を点検し、二次災害発生の危険性があるかを調査する必要があ

ります。 

 

 

施策の推進方針 

 

(1) 農業用ため池の耐震化【耕地林務課】 

・農業用ため池の決壊による被害の防止を図るには、県と連携し、老朽化により安全性が危惧

されるため池を計画的に改修します。 

・県と市及びため池管理者が連携して、ため池の耐震点検を引き続き実施し、耐震対策が必要

と判断されたため池については、迅速かつ集中的に耐震対策を実施します。 

 

(2)  ため池等のハザードマップの作成【耕地林務課】 

・災害によるため池等の被害を予測し、その被害範囲を地図化することで避難経路、避難場所

等の情報が地図上で確認できるものとします。 

・ため池等のハザードマップを利用することで、災害発生時には地域住民の迅速かつ的確な避

難が可能となり、また危険箇所を示すことで被害の低減、二次災害の発生を防止します。 

 

 

(3) 土石流、地すべり調査【危機管理課、建設課、耕地林務課】 

・大規模災害が発生した場合には、土石流、地すべりなどの土砂災害による二次災害発生に備

え、ドローンなどを活用した上空からの調査も実施し、国・県と連携し、迅速な応急対策工事

の実施を行うとともに、警戒避難を実施します。 

・地震発生後は地盤条件等が変化し、通常時よりも少ない降雨で土砂災害が発生する可能性が

あります。このため、震度５強以上の震度を観測した場合、長野地方気象台と県が協議をし、

土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用します。降雨による土砂災害等が危惧される場

合は、自主防災組織と連携し避難体制を強化します。 

５－１ため池、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

４９ ５０ 



  

 

 

 

脆弱性の評価 

 

(1) 農地・農業水利施設等の保全管理【耕地林務課、農政課】 

中山間地域を中心として高齢化等により集落機能が低下し、農用地、水路等の地域資源の保全

管理に対する担い手農家の負担が増加しています。そのため、地域の自主性をいかした農地・農

業水利施設等の地域資源の適切な保全管理や農業生産活動の継続を推進する必要があります。 

平時から農業・農村が有する多面的機能を維持・発揮させ、大規模災害時の二次被害を起こさ

ないようにするため、農地・農業水利施設等を適切に保全管理し、農業生産活動の継続を図る必

要があります。 

  ≪現状≫多面的機能支払交付金事業による取組面積 １,６７２.０９ｈａ（Ｒ７年度） 

      中山間直接支払交付金事業による取組面積   １４３.５ ｈａ（Ｒ７年度） 

 

 

(2) 森林環境の整備【耕地林務課】 

森林の荒廃が起因となる地すべり、土石流等の山地災害被害を軽減するために、間伐などの森

林整備を推進し、森林の土砂災害防止機能を向上させるとともに、治山事業等による「災害に強

い森林づくり」を進める必要があります。 

また、森林病害虫や害獣による山林の荒廃も防止していく必要があります。 

 

 

 

施策の推進方針 

 

(1) 農地・農業水利施設等の保全管理【耕地林務課、農政課】 

・農業・農村が有する多面的機能を維持・発揮させるために、多面的機能支払交付金事業及び

中山間地域等直接支払交付金事業等を活用し、農地・農業水利施設等を適切に保全管理します。 

・土地改良区等と連携し、地域の自主性をいかした農地・農業水利施設等の地域資源の適切な

保全管理を推進します。 

 

 

≪目標≫多面的機能支払交付金事業による取組面積 １,６９１.６ｈａ（Ｒ８年度） 

      中山間直接支払交付金事業による取組面積   １５７.０ｈａ（Ｒ８年度） 

 

 

(2) 森林環境の整備【耕地林務課】 

・荒廃した森林の健全化に向け、森林組合等との連携や信州Ｆパワープロジュクトの展開と合

わせ、多様な主体による森林整備を促進するとともに、林業施設の充実化を図ります。 

・災害に強い森林を目指すため県と連携し、森林の土砂災害防止機能を向上させる治山事業等

を推進します。 

・森林病害虫や害獣による山林の荒廃を防止するため、害虫・害獣駆除事業等を積極的に実施

します。 

・森林経営管理制度を計画的に推進し、個人の所有する森林の整備を促していきます。 

・地方創生道整備推進交付金を活用し、森林整備の基盤となる路網整備を計画的に進めていき

ます。 

 

５－２農地・森林等の荒廃 

５１ ５２ 



  

 

 

 

脆弱性の評価 

 

(1) 避難所の運営・環境整備【危機管理課、教育施設課、企画課、社会教育スポーツ課】 

行政、市民がそれぞれの役割において食料等の物資の備蓄の確保に努め、避難所等における環

境の悪化を防止するとともに、災害時の避難所運営がスムーズに進められるよう、市や地域市民

は避難所の運営についての取り決め等を事前に定め、研究しておく必要があります。特に、高齢

者、障がい者、児童、疾病者、外国籍市民、外国人旅行者、乳幼児、妊産婦などの災害対応能力

の弱い要配慮者や女性に対する配慮が必要です。 

避難所は、各地区の避難所運営委員会による自主運営となるため、自主運営ができるよう避難

所運営訓練が必要です。 

市は、避難施設の運営を支援する職員を派遣します。 

避難所として指定が必要な未耐震化の施設については、今後耐震化又は建て替えをし、安全な

避難所として利用できることが求められます。 

 

 

 

 

 

  ≪現状≫地区避難所運営マニュアル策定数 全１０地区（Ｒ６年度） 

 

(2)  福祉避難所の確保【地域共生推進課、危機管理課】 

災害発生時は要配慮者を受け入れる避難所として、福祉避難所が確保されますが、現在福祉避

難所には福祉施設ではない支所等も含まれており、福祉避難所として機能するための設備等が備

わっていない状況です。 

備蓄資機材等についても、今後は事前の配備が必要となります。 

 

 

 

 

 

(3) 避難者の健康状態維持【健康づくり課】 

避難所において「避難者の健康が維持されること」を目指す必要がありますが、避難生活が長

期化するほど、健康への負担は増大し、避難者の心身に悪影響を及ぼします。特に高齢者や障が

い者、日常生活で特別なケアをする要介護者は、災害関連死に直結することから重要な問題とな

ります。 

避難所の運営管理者や保健師等医療職をはじめ、被災者自身の気付きにより不健康状態の早期

発見と、早期対応ができる体制づくりが必要です。 

 

施策の推進方針 

 

(1) 避難所の運営・環境整備【危機管理課、健康づくり課、教育施設課、企画課、社会教育スポー

ツ課】 

・市は、東日本大震災等の教訓を踏まえ避難所における良好な生活環境確保のため、避難所に

おける日用生活品の備蓄を推進すると共に、被災者ニーズにあった環境整備を推進します。 

・避難所でのプライバシーに配慮するために、個別の居住スペースの確保や、着替え等のため

の簡易ルームを配備します。また、テント付き簡易トイレも配備します。 

・被災者に対する健康管理、メンタルヘルス等を実施するため、巡回健康相談を実施すること

において「塩尻市災害時医療救護活動マニュアル」に基づき関係機関、他職種と連携し、避難

所における健康管理、心理的変化を最小限にする取り組みを行います。 

・地区住民が、避難所を自主運営できるよう避難所運営マニュアルを作成し、また避難所運営

委員会とも連携し随時見直しを行います。 

・避難所として指定が必要な未耐震化の施設については、早期に改修、耐震化工事又は建て替

えを推進します。 

・防災組織への女性の参画を図ることなどにより、男女共同参画の視点を取り入れた避難所運

営に努めます。また、乳幼児や母親に配慮した避難所運営ができるよう、託児等の設置も必要

に応じ検討します。 

≪目標≫地区避難所運営マニュアル策定数 １０地区（Ｒ６年度） 

 

(2) 福祉避難所の確保【地域共生推進課、危機管理課】 

・災害の規模によっては、現在協定している福祉避難所だけでは受け入れ人数が十分でないこ

とが見込まれるため、今後も関係団体等に対して、福祉避難所としての協定締結を働きかけま

す。 

また、障がい特性に応じた配慮として、環境調整やコミュニケーション手段の確保に努めます。 

・災害発生時に、誰を福祉避難所へ移動したほうがよいか判断できるよう、塩尻市避難行動要

支援者名簿に基づく個別避難計画を策定し、日頃から関係者で情報の共有をします。 

福祉避難所の運営訓練を実施し、被災地の事例を参考にした福祉避難所を運営します。 

・福祉避難所に必要な生活物資の事前配備に努めます。 

 

(3)  避難者の健康状態維持【健康づくり課】 

・市は､避難所に保健師を派遣し被災者の健康相談を実施すると同時に、域外から派遣を受けた

保健師等医療職と連携をとり、避難者の心身の健康支援を行います。 

５－３避難所における環境の悪化 

５３ ５４ 



  

 

 

 

脆弱性の評価 

 

(1) 災害廃棄物の処理【生活環境課】 

市は、災害廃棄物の仮置場となる候補地は把握し運営計画を策定しているが、仮置場候補地等

の周知、候補地毎の受け入れ量、最終処分場までの運搬方法など、詳細な処理方法までには至っ

ていないため、大規模災害発生時に廃棄物処理が滞り、地域の衛生環境への影響に加え、災害復

旧が遅延する事態を招く可能性があります。 

 

 

施策の推進方針 

 

(1) 災害廃棄物の処理【生活環境課】 

・災害廃棄物の受け入れ量や仮置場から最終処分場までの処理方法を構築するなど大規模災害

に備えます。 

・市民協働による被災時対応体制の構築も同時に図るものとし、災害時における地域の衛生環

境の維持に努めます。 

・指定した仮置場は、大雪時の雪捨て場としての利用も検討します。 

・民間事業者や団体等と災害時における応援協定等の締結を進め、有事の際に迅速に災害廃棄

物の処理が図られるよう努めます。 

 

 

６－１大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

５５ ５６ 



  

 

 

 

脆弱性の評価 

 

(1) 地籍調査の推進【耕地林務課、都市計画課、建設課】 

現在の法務局に備え付けられている地図等は、明治初期に作成された物が多く、土地の形状や

面積が実態と異なっていることがあるうえ、正確な座標値も持っていないため、復元性に乏しい

状況にあります。 

万が一、大規模災害が発生した際の既存の土地境界の正確な復元のために、土地の権利関係の

明確化と共に、復元に必要な正確な情報等を整理しておく必要があります。 

【地籍調査の進捗状況等】（耕地林務課）  ※令和７年３月時点 

 全国 長野県 塩尻市 （備考） 

進捗率等 53％ 39％ 15％  

 

(2) 応急仮設住宅の確保【建築住宅課】 

応急仮設住宅の用地は確保されていますが、建築時に必要な資材や建築技術者について、市内

建設業協会とあらかじめ協議する必要があります。 

また、入居者の把握や決定方法など一定のルールを決める必要があります。 

 

(3) 罹災証明書の発行【税務課】 

被災後の支援が迅速に受けられるよう罹災証明書の発行を行います。しかしながら、被災認定

をする人員不足が見込まれるため、罹災証明発行を迅速に行うための事前対策が必要です。 

施策の推進方針 

 

(1) 地籍調査の推進【耕地林務課、都市計画課、建設課】 

・土地の開発等に係る測量の成果を、国土調査法第１９条第５項指定の申請へつなげるよう、

実施事業者等への協力を求めていきます。 

・測量の際の基準となる「公共基準点」の適切な管理に努めます。 

・大規模な災害が発生した際の復旧や復興を迅速に進めるため、土地の境界を明確にする地籍

調査事業の推進に努めます。 

 

 

 

 

(2) 応急仮設住宅の確保【建築住宅課】 

・配置計画や資材の供給、技術者の確保について、市内建設業協会と連携し、応急仮設住宅の

供給体制の強化に努めます。 

・入居者の把握や決定方法などについて、過去の事例や他市町村を参考に検討します。 

 

(3) 罹災証明書の発行【税務課】 

・被災後の支援が迅速に受けられるよう、塩尻市住家等被害認定調査罹災証明発行マニュアル

の徹底や、調査研修を行うなど事前体制の整備を図ります。 

・被災者支援システムの運用に習熟するための訓練を実施します。 

６－２被災者の住居の確保等の遅延により生活再建が大幅に遅れる事態 

５７ ５８ 



 

 過去の主な災害 

 【風水害】 

発生年月日 災害の種類 被災地域 被害概要 気象条件 

昭和 36 年 

9 月 16 日 

台風(18 号) 

(第 2 室戸台風) 
塩尻市全域 

･住家全壊 10 棟 
･  半壊 40 棟 
･一部損壊 41 棟 
･非住家全壊 40 棟 
･   半壊 29 棟 

風速 10～20ｍ 
瞬間最大 22.67m 
雨量 
 15 日 49.7mm 
 16 日 27.1mm  
 計  76.8mm 

昭和 40 年 

5 月 26 日 

がけくずれ 

豪雨 

(台風 6 号) 

がけくずれ 

 宗賀床尾 

豪雨 

 塩尻、片丘、 

 宗賀 

がけくずれによるもの 
･死 者  8 名 
･負傷者  4 名 
･住家全壊 5 棟 
･  半壊 2 棟 
･非住家全壊 13 棟 
    半壊 1 棟 
豪雨によるもの 
･床下浸水 54 棟 

雨量 
 26 日 149.2mm 
 27 日 23.6mm 
 28 日 15.1mm  
 計 187.9mm 

昭和 57 年 

9 月 12 日 

台風(18 号) 

雨台風 
塩尻市全域 

･死 者  1 名 
･負傷者  2 名 
･床上浸水 1 棟 
･床下浸水 27 棟 
･護岸決壊、道路決壊、橋
梁流出等 

雨量 
 合計 130.5mm 

昭和 58 年 

9 月 28 日 

集中豪雨 

台風(10 号) 
塩尻市全域 

･住家損壊 1 棟 
･非住家全壊 1 棟 
･   損壊 1 棟 
･床上浸水 4 棟 
･床下浸水 122 棟 
･護岸決壊、道路決壊、橋
梁流出等 

雨量 
 27 日 45mm 
 28 日 182mm  
 計  227mm 

平成 18 年 7 月 

19～26 日 

平成 18 年 7 月 

豪雨 
塩尻市全域 

･住家全壊 5 棟 
･床上浸水 4 棟 
･床下浸水 92 棟 
･農地流出、法面崩落、橋
梁流出等 

雨量 
広丘高出 347mm 
木曽平沢 562mm 

 
 【地震】 

平成 23 年 

6 月 30 日 

長野県中部地震 

（松本地震） 
広丘吉田 

・死 者 なし 
・建物被害 

一部損壊 34 棟 

観測震度 
塩尻消防署 震度 3 
松本   震度 5 強 

 
 【雪害】 
発生年月日 災害の種類 被災地域 被害概要 気象条件 

平成 10 年 1 月 

8～15 日 
大雪 塩尻市全域 

･死者    1 名 
･負傷者   10 名 
･損壊家屋等 356 棟 
･床下浸水  5 棟 
･被災世帯数 179 世帯 

総降雪量 
 114 ㎝ 

平成 13 年 1 月 

26～28 日 
大雪 塩尻市全域 

･負傷者   4 名 
･被災世帯数 179 世帯 

総降雪量 
 66.9 ㎝ 
【参考】 
1/8～2/1 までの総
降雪量 107.1 ㎝ 

平成 26 年 2 月 

8～9 日 及び 

14～15 日 

大雪 塩尻市全域 
･負傷者    3 名 
･農業施設被害 517 件 

総降雪量 
 8 日 48 ㎝ 
 14～15 日 90 ㎝ 

 

５９ 



戸籍住民基本台帳事務諸経費 市内 ３－１ 個人番号カード交付事務事業に係るもの

住民情報等電算システム管理事業 市内 ３－１（３）
マイナンバー制度の拡充を図るため、他市町村と情報連携、地
方公共団体情報システム機構との連携を行う。

外国籍市民支援事業 市内 １－４ 外国籍市民相談窓口の運営

シビックイノベーション推進事業 市内 ２－５
社会課題や地域課題を解決する事業やビジネスの創出に取り組
む社会起業家等の育成、支援を行い持続可能な事業を創出する。

塩尻型ＭａａＳ構築事業 市内 ４－５
新たな交通体系の構築を目指し、自動運転の運行実証や公共交
通の利便性向上を図るＭａａＳ構築の実証を行うもの。

地域ＤＸ推進事業 市内 ２－５
地域ＤＸセンター「core塩尻」を拠点に、地域に暮らす人々、
民間企業、教育機関、国・自治体の共創により、地域課題を解
決する。

地域生活支援事業 市内
１－４
３－１

障がい者へ移動に関する支援、日中の預かり、創作活動等を提供
する。

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 市内
１－４
３－１

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾病児
童等に対し、日常生活の便宜を図ることを目的として、用具を給
付

一時生活支援事業 市内
２－５
６－２

住むところがない生活困窮者に対し、一時的に宿泊する場所を提
供

家計改善支援事業 市内
３－１
６－２

生活困窮者に対し、生活を立て直すため、家計の管理を支援

利用者支援事業、乳児家庭全戸訪問事業 大門、広丘
１－４
３－１

あんしんサポートルームの実施（人件費）、新生児訪問の実施
（補助員の人件費）

利用者支援事業・延長保育事業・実費徴収に係る補足給付を行う
事業・放課後児童健全育成事業・一時預かり事業・病児保育事業

市内外
１－４
３－１

子ども・子育て支援事業計画に従って実施する事業「地域子ど
も・子育て支援事業」に必要な費用に対する補助

家庭支援推進事業 市内
１－４
３－１

子育て支援ショートステイ事業等

子育て支援センター事業、こども広場事業、
ファミリーサポートセンター事業

市内
１－４
３－１

子育て支援センター、こども広場の運営
ファミリーサポートセンターの運営

家庭支援推進事業、まなびサポート事業 市内
１－４
３－１

子ども家庭総合支援拠点運営

子どものための教育・保育給付費負担 市内外
３－１
５－３

市内の幼児教育・保育施設及び市内の児童が入所する市外の施設
に対し、運営に要する費用を補助

保育所等整備補助 市内
１－１
３－１

民間による小規模保育事業所等の整備に対する補助

子育てのための施設等利用給付交付 市内外 ３－１
幼児教育・保育無償化の開始に伴い、新制度に未移行の幼稚園、
認可外保育所等を利用する市内児童について、保育料等を無償に
するための給付

元気っ子応援事業、まなびサポート事業 市内
１－４
３－１

元気っ子応援事業運営

こどもの未来応援事業 市内
１－４
３－１

こどもの生活・学習支援事業、こどもの進学支援金、こどもの居
場所づくり事業補助、こども宅食事業補助

産後ケア事業、産婦健康診査事業 市内
２－３
３－１

宿泊型産後ケア事業の利用料一部助成、母乳相談の利用料一部助
成、産婦健康診査の委託

新型コロナウイルスワクチン接種事業 市内 ２－４ 新型コロナウイルスワクチン予防接種の実施

農業水路等長寿命化・防災減災事業、農村地域防災減災事業、多
面的機能支払交付金事業、畑地帯総合土地改良事業

市内
４－２
５－１
５－２

農業施設更新工事、ため池耐震化、農地の多面的機能の維持活動
に関する支援

農地利用最適化交付金事業 市内
４－２
５－２

農地利用の最適化に係る活動及び成果に関する支援

農業経営体育成事業 北小野
１－２、４－２

５－２
地域農業発展のための基盤確立及び関連施設の長寿命化等（個別
⑥）

治山林道事業 市内
１－２、４－２、
４－５、５－１

５－２

道路改良、林道施設長寿命化計画に基づく橋梁補修、林道施設長
寿命化計画に基づく橋梁点検 （個別①）

人的資本経営推進事業・「塩尻の人事部」推進事業
中小企業融資あっせん事業
物価高騰対策中小企業等支援事業

市内 ２－５

地域企業担の人手不足・人材不足当を解消するため、人材獲得支
援・既存社員のスキルアップ支援、地域ぐるみの支援体制の確立
市内事業者の資金繰り支援のため、金融機関や信用保証協会と連
携した制度資金の運用
物価高騰の影響を受ける中小事業者に対して支援

木曽漆器振興事業 市内
１－１
２－５

木曽漆器産業の振興及び木曽漆器関連施設の統廃合、長寿命化等

幹線道路整備事業 市内
２－２
４－５

幹線道路の拡幅改良（個別②）

歩道整備事業 市内
２－５
４‐５

歩道の整備（個別②）

生活道路整備事業 市内
２－２
４－５

生活道路の拡幅改良（個別②）

道路施設長寿命化改修事業 市内
２－１
４－５

道路施設及び橋梁の点検・補修・耐震補強、舗装修繕（個別②）

道路等維持事業 市内
１－３
２－１
４－５

舗装修繕、排水路整備、落石等防災対策、法面対策（個別②）

除雪対策事業 市内
２－１
４‐５

除排雪等、除雪機の補助（個別②）

河川維持事業 市内 １－３ 河川浚渫工事、河川改修、河川管理施設の維持管理（個別②）

土木施設災害復旧事業 市内
２－１、４‐４

５－１
災害復旧工事、応急工事

事業名 事業箇所
リスク

シナリオ
事業の内容（個別計画Ｎｏ）

公共事業計画
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事業名 事業箇所
リスク

シナリオ
事業の内容（個別計画Ｎｏ）

公共事業計画

都市計画道路整備事業 広丘野村
１－１
４－５

都市計画道路新設改良、用地取得費、支障物件移転補償費（個別
③）

（仮）吉田若宮土地区画整理事業 吉田
１－１
６－２

土地区画整理事業による市街化編入（個別③）

市街地再開発事業 市内 １－１
塩尻市大門地区市街地再生基本計画で定めた再開発候補地区にお
いて、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に向け
た市街地再開発等を推進する（個別③）

塩尻北部公園再整備事業 広丘原新田
２－１、２－２

２－５
塩尻北部公園再整備（個別③）

輸送対策事業 市内
２－５
４－５

利便性の高いAI活用型オンデマンドバスの実証運行
定時定路線の地域振興バスの運行

中心市街地活性化事業 市内
１－１
２－５

中心市街地の活性化の推進及び関連施設の長寿命化等

耐震対策等事業 市内 １－１ 住宅の耐震診断、住宅の耐震改修等補助、ブロック等の撤去補助

市営住宅管理維持補修費、空き家対策事業 市内
１－１
６‐１

市営住宅屋根・外壁改修、空き家の改修補助

教育相談支援事業 市内
１－４
３－１

教育支援センターが学校や民間支援者と連携して行う不登校児童
生徒等の社会的自立支援
いじめ、不登校、自殺などの未然防止を目的とした匿名相談
チャットアプリによる相談支援

教育振興扶助費（小・中学校） 市内小学校 ３－１ 就学援助費、特別支援教育就学奨励費の支給

保育園大規模改修事業 市内
１－１（３）

５－３
保育園施設の大規模改修（個別⑤）

保育園空調設備設置事業 市内 ５－３ 保育園施設の空調設備設置（個別⑤）

児童館空調設備設置事業 市内 ５－３ 児童館施設の空調設備設置（個別⑤）

児童福祉施設照明設備LED化推進事業 市内 ５－３ 保育園及び児童館施設の照明ＬＥＤ化（個別⑤）

貯水設備改善事業（小中学校） 市内
１－１（３）

４‐３、５－３
受水槽設備の耐震化（個別⑤）

消防設備等改善事業（小中学校） 市内
１－１
４‐３

学校施設の消防設備の改善（個別⑤）

空調設備設置事業（小中学校） 市内
１－１（３）

５‐３
特別教室等の空調設備設置（個別⑤）

照明設備ＬＥＤ化推進事業（小中学校） 市内
１－１（３）

５‐３
学校施設の照明設備ＬＥＤ化（個別⑤）

学校バリアフリー事業（小中学校） 市内
１－１（３）

５‐３
学校施設のバリアフリー化（個別⑤）

学校長寿命化改良事業（小中学校） 市内
１－１（３）

５－３
学校施設の長寿命化、大規模修繕（個別⑤）

まなびサポート事業 市内
１－４
２－３

医療的ケアのための看護師配置

重伝建整備事業
奈良井
木曽平沢

１－１
奈良井・木曾平沢重要伝統的建造物群保存地区内建造物の修理・
修景への補助

平出博物館運営事業 宗賀 １－１
市民が、地域の歴史や文化に親しみ学び、地域づくりに役立て
るよう、平出遺跡をはじめ市内の考古・歴史・民俗等の歴史遺
産、資料等を公開展示及び活用

埋蔵文化財保護事業 宗賀 １－１
埋蔵文化財包蔵地の発掘調査及び整理作業を実施し、埋蔵文化財
の記録保存を図る

女性相談事業 市内
１－４
５－３

女性相談

下水道施設耐震化等推進事業 市内
２－４
４－４

処理場や管路施設の耐震化（個別④）

下水道ストックマネジメント事業 市内
２－４
４－４

下水道施設の老朽化対策（個別④）

農業集落排水統合事業 市内 ４－４ 農業集落排水の公共下水道への統合（個別④）

雨水幹線整備事業 市内
１－３
４－４

雨水幹線の整備（個別④）

水道管路緊急改善事業 市内
４－２
４－３

上水道管路の整備（個別④）
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事　業　名 事業箇所
事業費
（千円）

小曽部線（新池口橋） Ｒ９ ～ Ｒ９ 7,000

小曽部線ほか５路線（１２橋） Ｒ10 ～ Ｒ10 1,300

事業期間

治山林道事業

公共事業 個別計画①

 ６２



事　業　名 事業箇所
事業費
（千円）

国道19号塩尻拡幅関連事業 Ｒ８ ～ Ｒ12 55,000

片丘バイパス関連事業 Ｒ８ ～ Ｒ12 22,000

市道松本境線 Ｒ８ ～ Ｒ12 150,000

市道野村大門線 Ｒ８ ～ Ｒ12 150,000

市道堅石高出線先線（堅石中町交差点工区） Ｒ８ ～ Ｒ12 100,000

広丘南保育園北線（広丘郷原）ほか Ｒ３ ～ Ｒ12 454,000

桔梗ヶ原郷原線（広丘郷原）郷福寺工区 Ｒ７ ～ Ｒ10 60,000

田川野村縦3号線（野村、吉田） R9 ～ Ｒ12 300,000

市内一円 Ｒ８ ～ Ｒ12 275,000

国道19号塩尻拡幅関連事業 Ｒ９ ～ Ｒ12 95,000

道路施設長寿命化改修事業（橋梁点検） 市内一円 Ｒ８ ～ Ｒ12 258,200

木曽の大橋（木曽の大橋線） Ｒ６ ～ Ｒ８ 120,000

高山橋ほか１橋（上り側道南熊井長畝線ほか） Ｒ４ ～ Ｒ12 500,000

鳥居峠334号橋他４橋　橋梁補修 Ｒ８ ～ Ｒ12 100,000

塩沢川二の橋 Ｒ９ ～ Ｒ10 20,000

吉田橋 Ｒ９ ～ Ｒ10 40,000

郷原跨線橋　橋梁補修 Ｒ６ ～ Ｒ９ 140,000

道路施設長寿命化改修事業（舗装修繕） 東山山麓線（片丘） Ｒ８ ～ Ｒ10 90,000

野村角前2号線（広丘野村） Ｒ８ ～ Ｒ９ 65,000

床尾平出線（宗賀） Ｒ９ ～ Ｒ10 50,000

奈良井停車場線(奈良井) R８ ～ Ｒ９ 60,000

桔梗ヶ原ぶどう郷線（宗賀） R８ ～ Ｒ８ 55,000

広丘西保育園線（広丘原新田） Ｒ９ ～ Ｒ９ 40,000

アルプスグリーン街道線(洗馬) R11 ～ Ｒ12 115,000

高出堀田線（広丘高出） R10 ～ Ｒ12 80,000

岩垂縦12号線(洗馬) R11 ～ R11 25,000

南熊井郷原線（広丘高出） R10 ～ Ｒ10 35,000

上り側道南熊井長畝線(長畝) R10 ～ Ｒ10 40,000

塩尻勝弦線(北小野) R11 ～ Ｒ12 60,000

上り側道北熊井線（片丘） Ｒ９ ～ Ｒ10 70,000

堅石高出線(広丘堅石) R12 ～ Ｒ12 45,000

舗装修繕事業　旧日出塩国道線外 Ｒ８ ～ Ｒ12 292,000

排水路整備　高出五区雨水排水路対策事業外 Ｒ８ ～ Ｒ12 329,000

河川維持事業 河川浚渫工事　相吉川外 Ｒ８ ～ Ｒ12 13,000

道路等維持事業

事業期間

生活道路整備事業

歩道整備事業

道路施設長寿命化改修事業（橋梁修繕）

幹線道路整備事業

公共事業 個別計画②

 ６３



事　業　名 事業箇所
事業費
（千円）

都市計画道路広丘東通線（吉田地区） Ｒ４ ～ Ｒ７ 317,504

都市計画道路高原通線 Ｒ７ ～ Ｒ11 403,820

都市計画道路広丘東通線（高出野村地区） Ｒ８ ～ Ｒ12 410,800

都市計画道路広丘西通線（松本歯科大学前） Ｒ９ ～ Ｒ11 176,800

（仮）吉田若宮土地区画整理事業 吉田 Ｒ７ ～ Ｒ１４ 393,310

市街地再開発事業 大門 Ｒ７ ～ Ｒ14 2,960,505

塩尻北部公園再整備事業 広丘原新田 Ｒ７ ～ Ｒ11 288,200

事業期間

都市計画道路整備事業

公共事業 個別計画③

 ６４



事　業　名 事業箇所
事業費
（千円）

処理場耐震化（塩尻市浄化センター） R7 ～ R11 665,900

管路施設耐震化（市内全域） R7 ～ R11 589,200

マンホールトイレ設置 R8 ～ R8 40,000

下水道ストックマネジメント事業 処理場改築更新（塩尻市浄化センター） R7 ～ R11 1,783,000

農業集落排水統合（小曽部処理区） R3 ～ R7 126,900

農業集落排水統合（宗賀南部処理区） R3 ～ R7 254,900

農業集落排水統合（東山・勝弦処理区） R4 ～ R7 185,800

雨水幹線整備（大門地区） R8 ～ R14 500,000

雨水幹線整備（広丘地区） R8 ～ R12 200,000

水道管路緊急改善事業 市内全域 R7 ～ R11 40,000

農業集落排水統合事業

事業期間

下水道施設耐震化等推進事業

雨水幹線整備事業

公共事業 個別計画④

 ６５



事　業　名 事業箇所
事業費
（千円）

保育園大規模改修事業 広丘南保育園（広丘郷原） R7 ～ R8 169,400

保育園空調設備設置事業 保育園（市内） R8 ～ R8 32,800

児童館空調設備設置事業 児童館（市内） R8 ～ R9 6,000

児童福祉施設照明設備LED化推進事業 保育園・児童館（市内） R8 ～ R11 234,100

貯水設備改善事業（小中学校） 吉田小学校（広丘吉田）、片丘小学校（片丘） R7 ～ R10 123,700

消防設備等改善事業（小中学校） 小中学校（市内） R7 ～ R10 13,600

空調設備設置事業（小中学校） 小中学校（市内） R7 ～ Ｒ８ 447,100

照明設備LED化推進事業（小中学校） 小中学校（市内） R7 ～ Ｒ11 667,100

学校バリアフリー事業（小中学校） 塩尻中学校（大小屋） R7 ～ Ｒ7 15,700

学校長寿命化改良事業（小中学校） 楢川小中学校（木曽平沢） R7 ～ Ｒ8 69,100

事業期間

公共事業 個別計画⑤

 ６６



事　業　名 事業箇所
事業費
（千円）

農業経営体育成支援事業 塩尻市地域農業基盤確立農業構造改善事業 R７ ～ R７ 12,540

事業期間

公共事業 個別計画⑥

 ６７



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩尻市国土強靭化地域計画 
発 行 令和３年 ３月 
修 正 令和７年１２月 

総務部 危機管理課 
企画政策部 企画課 

 


